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 内閣府の任務（内閣府設置法第３条） 

  内閣府は、内閣の重要政策に関する内閣の事務を助けることを任務とする。 

  ２ 前項に定めるもののほか、内閣府は、皇室、栄典及び公式制度に関する

事務その他の国として行うべき事務の適切な遂行、男女共同参画社会の形

成の促進、市民活動の促進、沖縄の振興及び開発、北方領土問題の解決の促

進、災害からの国民の保護、事業者間の公正かつ自由な競争の促進、国の治

安の確保、行政手続における特定の個人を識別するための番号等の適正な

取扱いの確保、金融の適切な機能の確保、消費者が安心して安全で豊かな消

費生活を営むことができる社会の実現に向けた施策の推進、政府の施策の

実施を支援するための基盤の整備並びに経済その他の広範な分野に関係す

る施策に関する政府全体の見地からの関係行政機関の連携の確保を図ると

ともに、内閣総理大臣が政府全体の見地から管理することがふさわしい行

政事務の円滑な遂行を図ることを任務とする。 

  ３ 内閣府は、第一項の任務を遂行するに当たり、内閣官房を助けるものと

する。 

 

 

年度末定員  ･･･ 15,119名   

 

（本省） 

 

大臣官房 

 

公文書管理課（所管法人）（独）国立公文書館 

 

政府広報室 

 

遺棄化学兵器処理担当室 

 

政策統括官（経済財政運営担当） 

 

政策統括官（経済社会システム担当）（特別会計）東日本大震災復興特別会計 
 

内閣府の任務と組織等の概要 

組 織 等 
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政策統括官（経済財政分析担当） 

 

地方創生推進室 

 

政策統括官（科学技術・イノベーション担当） 

 

国立研究開発法人日本医療研究開発機構担当室 

（所管法人）（国研）日本医療研究開発機構 

 

政策統括官（防災担当）（特別会計）東日本大震災復興特別会計 

 

政策統括官（原子力防災担当）（特別会計）エネルギー対策特別会計 

（電源開発促進勘定） 

（特別会計）東日本大震災復興特別会計 

 

政策統括官（沖縄政策担当） 

 

沖縄振興局（所管法人）（学）沖縄科学技術大学院大学学園 

           （特）沖縄振興開発金融公庫 

 

政策統括官（共生社会政策担当） 

 

男女共同参画局（特別会計）東日本大震災復興特別会計 

 

食品安全委員会事務局 

 

公益認定等委員会事務局 

 

経済社会総合研究所 

 

迎賓館 
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（外局等） 

 

地方創生推進事務局 

 

宇宙開発戦略推進事務局 

 

北方対策本部（所管法人）（独）北方領土問題対策協会 

 

子ども・子育て本部（特別会計）年金特別会計（子ども・子育て支援勘定） 

 

総合海洋政策推進事務局 

 

国際平和協力本部事務局 

 

日本学術会議事務局 

 

官民人材交流センター 

 

沖縄総合事務局 

 

宮内庁 

 

公正取引委員会 

 

警察庁（特別会計）交付税及び譲与税配付金特別会計 

（特別会計）東日本大震災復興特別会計 

 

個人情報保護委員会 

 

カジノ管理委員会 

 

金融庁（所管法人）（認）預金保険機構 

（特別会計）東日本大震災復興特別会計 

 

消費者庁（所管法人）（独）国民生活センター 

（特別会計）東日本大震災復興特別会計 

※法人は、内閣府の省庁別連結財務書類における連結対象法人である。  
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～政策と組織の関係～ 
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１ 適正な公文書管理の実施 

（政策の概要） 

公文書等の管理に関する法律（公文書管理法）に基づく適正な文書管理が行政機関において

なされるとともに、歴史資料として重要な公文書その他の文書（歴史公文書等）の確実な移管

がなされるよう、公文書管理制度の適正かつ円滑な運用を図る。 

具体的には、公文書管理法に基づき、行政機関において管理する行政文書ファイル等の移管

又は廃棄の措置（レコードスケジュール）の設定をできる限り早い時期に行うことにより、行

政文書等の誤廃棄の防止等行政機関における適正な公文書管理につなげるため、レコードス

ケジュールの設定の推進に努めている。 

 

２ 政府広報・広聴による政府施策の理解、協力の促進 

（政策の現状） 

政府の重要施策や各府省の希望等を踏まえて広報テーマを選択し、テーマに応じた適切な

広報媒体、実施時期等を考慮しつつ、内外への政府広報を行うとともに、政府施策に対する国

民の意見、要望を把握するための広聴を実施している。 

（１）重要施策に関する広報 

国内広報では、ラジオ番組、テレビスポット及び新聞・雑誌広告などの各種媒体を活用す

るとともに、インターネット（政府広報オンライン・政府インターネットテレビ）を活用し

て、国民生活にかかわりの深いテーマを幅広く紹介している。また、政府の重要な広報テー

マについては、上述の各種媒体を組み合わせて、一体的に広報を実施している。 

国際広報では、日本経済の再生に向けた我が国企業のグローバルな活動の展開状況や、最

近の我が国の領土・主権を取り巻く様々な情勢などを踏まえ、国際社会において事実関係に

関する正しい認識と我が国の基本的立場や政策に関する理解の浸透を図るための広報を戦

略的・機動的に行っている。 

（成果事例） 

国内広報では、テレビスポット及び新聞広告等の媒体について、広報の「理解度」を広報

結果の測定基準とし、調査にて目標の達成度合いを測定。 

令和元年度の理解度の平均値は、テレビスポット：７３％、新聞広告：９０％。 

また、インターネット媒体については、政府広報オンラインの「総ページビュー数」を広

報結果の測定基準として測定。 

令和元年度の総ページビュー数は、約３，４００万ＰＶ。 

国際広報では、米国知識層の我が国に対する好感度を測定。令和元年度の好感度は７８％。 

（２）世論の調査 

～各政策における事業概要～ 
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世論調査は、国民の基本的な意識の動向及び政府の重要施策に関する国民の意識･要望を公

正・中立・正確かつ適時に把握・公表し、政府施策の企画・立案等に資するために実施してい

る。 

（成果事例） 

令和元年度世論調査結果の各府省の審議会、白書などでの利活用の実績件数は１８件であ

り、同年度の調査件数である１７件（目標値）を上回っている。 

 

３ アイヌ施策の推進 

（政策の概要） 

アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律（平成三

十一年法律第十六号）に基づき、市町村は当該市町村の区域内におけるアイヌ施策を推進する

ための計画（アイヌ施策推進地域計画）を作成し、内閣総理大臣の認定を受けることができる。

認定を受けたアイヌ施策推進地域計画に基づき市町村が実施する以下のイからニまでの事業

について、国は交付金（アイヌ政策推進交付金）を交付することができる。 

イ アイヌ文化の保存又は継承に資する事業 

ロ アイヌの伝統等に関する理解の促進に資する事業 

ハ 観光の振興その他の産業の振興に資する事業 

ニ 地域内若しくは地域間の交流又は国際交流の促進に資する事業 

令和元年度におけるアイヌ施策推進地域計画の認定市町村数及びアイヌ政策推進交付金の

交付市町村数は、14市町村（北海道 13 市町、三重県 1 市）となっている。 

 

４ 経済財政政策の推進 

（政策の概要） 

内閣府は、国家運営の基本に関わる重要課題である経済財政政策を担当し、経済財政諮問会

議を司令塔として、短期及び中長期の経済の運営に関する事項や経済に関する重要な政策の

策定にかかる企画立案・総合調整及び内外の経済動向の分析などを行っている。 

経済財政諮問会議は、経済財政政策に関し、内閣総理大臣のリーダーシップを十全に発揮さ

せるとともに、関係国務大臣や有識者等の意見を十分に政策形成に反映させることを目的と

した合議制の機関であり、経済全般の運営の基本方針、財政運営の基本、予算編成の基本方針

の他、経済財政政策に関する重要な事項についての調査審議等を行っている。 

同会議は、月１～３回開催しており、令和元年６月に「経済財政運営と改革の基本方針 2019

（骨太方針 2019）」（同日閣議決定）、同年 12月に「令和２年度予算編成の基本方針」（同月閣

議決定）の策定方針を答申し、「新経済・財政再生計画 改革工程表 2019」を決定した。 

経済財政運営担当においては、経済財政諮問会議の運営の他、経済情勢に応じて、適切かつ

機動的な経済財政運営を行う観点から、「経済対策※」や「経済見通しと経済財政運営の基本的

態度（政府経済見通し）※」などの企画及び立案並びに総合調整を行うほか、時々の政策課題

に応じた経済政策を推進している。 
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※「安心と成長の未来を拓く総合経済対策」令和元年 12 月閣議決定 

「令和２年度の経済見通しと経済財政運営の基本的態度」令和２年１月閣議決定 

そのほか、政府調達苦情処理についての周知・広報や、対日直接投資の推進、道州制特区の

推進などを行っており、その結果としては以下のような状況である。 

・対日直接投資の推進 

平成 31年 4 月 16日の対日直接投資推進会議において、「地域への対日直接投資 集中強化・

促進プログラム」を決定した。 

・道州制特区の推進 

将来の道州制導入の検討に資するため、特定広域団体（現在は北海道のみ）からの提案を踏

まえ、国からの事務・事業の移譲等を進めていき、移譲した事務・事業等について、北海道及

び所管省庁に対して調査を行い、適切に実施されているかを確認した。 

・政府調達に係る苦情処理についての周知・広報 

政府調達における苦情受付・処理を通じた政府調達の透明性・公正性・競争性の一層の向上

を図るため、苦情申し立てについて、処理手続きに従い、政府調達苦情検討委員会（以下、委

員会）において令和元年 12 月に「国立研究開発法人国立成育医療研究センター病院情報シス

テム一式（電子カルテシステム）」の調達に関する苦情申し立てを受理後、令和２年３月に委

員会において検討の上、報告書を作成し、苦情の受付及び処理の状況を令和２年３月にホーム

ページで公表した。 

経済社会システム担当においては、経済と財政双方の一体的な再生を実現するための中長

期の経済財政政策について、企画及び立案並びに総合調整を実施する。その際、時々の経済動

向や将来展望の変化を定期的に点検し、その結果と整合性のとれた政策運営に努めている。 

「骨太方針 2018」に盛り込まれた「新経済・財政再生計画」を着実に実行するため、経済

財政諮問会議の専門調査会として設置された「経済・財政一体改革推進委員会」における議論

を踏まえて「新経済・財政再生計画 改革工程表」を改定している（直近は前述の「新経済・

財政再生計画 改革工程表 2019」）。また、関係府省庁及び財政当局とも連携し、政策効果に基

づくメリハリのある予算が実現されるよう地域差等の見える化・分析を重点的に進め、各府省

の EBPM（Evidence-based Policymaking、証拠に基づく政策立案）の質の向上を図るとともに、

改革の進捗状況の評価・点検を行い、結果をその後の改革の進捗管理に反映させている。 

そのほか、市民活動の促進、民間資金等活用事業の推進、「絆力（きずなりょく）」を活かし

た復興・被災者支援の推進、民間公益活動を促進するための休暇預金等に係る資金の活用に関

する制度の運用などを行っているが、概要は以下のとおり。 

・市民活動の促進 

改正特定非営利活動促進法の適切な施行に努めるとともに、内閣府ＮＰＯホームページ等

の運用等を通じて特定非営利活動促進法及び寄附税制に関する情報の積極的な周知を行うな

ど、多様な主体による市民活動の促進を図った。 

・民間資金等活用事業の推進 

「ＰＰＰ／ＰＦＩ推進アクションプラン（令和元年改定版）」（令和元年 6月 21日民間資金
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等活用事業推進会議決定）において、コンセッション事業の具体化のため、集中強化期間の重

点分野及び件数目標の進捗状況を確認し、具体的施策を推進するとともに、事業規模や施策の

進捗状況についてフォローアップを行った。公共施設等の整備等に当たり、ＰＰＰ／ＰＦＩの

活用を優先的に検討する優先的検討規程の策定・運用を、地域の実情や運用状況、先行事例を

踏まえ、人口 20 万人未満の地方公共団体を含む全ての地方公共団体で導入促進を図るよう、

分かりやすい情報の横展開を実施した。また、地域経済に根ざしたＰＰＰ／ＰＦＩの推進を図

るため、地域の産官学金が集まり具体の案件形成を目指した取組を行う地域プラットフォー

ムの形成を推進した。 

・「絆力（きずなりょく）」を活かした復興・被災者支援の推進 

東日本大震災の被災地等の復興・被災者支援を図っていくため、ＮＰＯ等が被災者と被災者、

被災者と行政、被災者と支援者等を結びつける「絆力」を活かして行う復興・被災者支援の取

組として、被災者の心のケア、健康・生活支援に向けた取組や、コミュニティ形成等の復興に

向けた取組等を行った。 

・民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する制度の運用 

2019 年度より休眠預金等活用制度の本格的な運用が始まり、指定活用団体である一般財団

法人日本民間公益活動連携機構を通じた助成が始まっている。「民間公益活動を促進するため

の休眠預金等に係る資金の活用に関する法律」に基づき、翌年度（2020 年度）の基本計画の

策定や指定活用団体が策定する事業計画の認可など、休眠預金等活用制度の円滑な運用に向

けた環境整備を行った。 

経済財政分析担当においては、適切な政策運営に不可欠である経済の動きの正確な把握と

的確な分析を行うため、月々の景気判断、経済財政政策に係る調査・分析、内外の経済動向の

分析などを担当している。 

取組事項としては、国内経済動向、地域経済動向、海外経済動向及び国際金融情勢について

幅広い情報の収集と調査・分析を行い、我が国の経済財政政策運営に資する基礎資料として、

その結果を主に以下の成果物にまとめ、公表している。 

・「月例経済報告」…毎月一回、内外の経済動向に関する客観的な分析・検討を行い、「月例経

済報告等に関する関係閣僚会議」等により、政府内での景気認識の共有を図っている。 

・「年次経済財政報告」（通称「経済財政白書」）…日本経済が抱える課題の解決等に貢献する

ため、年一回、我が国経済財政の現状を総合的かつ詳細に分析した結果を取りまとめ、公表

している。 

・「日本経済」…年一回、「年次経済財政報告」公表後の我が国経済の分析した結果を取りまと

め、公表している。 

・「景気ウォッチャー調査」…毎月一回、全国 12 地域の景気ウォッチャー2,050人からの景気

判断に関する回答をとりまとめ、公表している。 

・「地域経済動向」…四半期ごとに、全国 12 地域の経済動向について取りまとめ、公表してい

る。 

・「地域の経済」…年一回、地域経済を総合的に分析し、特定のテーマについてより深い調査・
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分析を行い、公表している。 

・「世界経済の潮流」…年二回、海外経済動向・国際金融情勢を幅広く、総合的かつ詳細に分

析した結果をとりまとめ、公表している。 

なお、成果物については、ホームページ上に掲載し、広く国民への情報発信を行うなど、

各方面からのニーズに対応した質の高い調査分析結果の提供を行っている。 

 

５ 地方創生の推進 

（政策の現状と課題） 

まち・ひと・しごとの創生と地域の好循環を支える地域活性化のため、地方の創意工夫をい

かした自主的な取組を政府一体となって支援する。 

（各政策における事業概要） 

（１）国家戦略特区の推進 

  国家戦略特区は、内閣総理大臣主導で、国の成長戦略や地方創生を実現するため、大胆な規

制改革等を実行するための突破口であり、国・自治体・民間の各主体が三者一体となり、スピ

ード感をもって規制改革等を実現していくものである。 

  現在、国家戦略特区に指定された 10区域において、認定した事業数は平成 30 年度末の 315

事業から令和元年度末には 354 事業へ増加し、具体的事業が目に見える形で迅速に進展して

いる。 

今後も引き続き、幅広い分野における、岩盤規制改革に取り組むとともに、規制改革の効

果を一層拡大していくため、特段弊害のない特区の成果については、全国展開を加速化させ

る。 

また、令和元年６月７日に閣議決定された「国家戦略特別区域法及び構造改革特別区域法

の一部を改正する法律案」に基づき、AIやビッグデータ等を活用し、未来の生活を先行実現

する「まるごと未来都市」を目指す「スーパーシティ」構想の実現に向け取り組んだ。 

（２）中心市街地活性化基本計画の認定 

中心市街地における都市機能の増進及び経済活力の向上を総合的かつ一体的に推進するこ

とを目的に、市町村が作成した中心市街地活性化基本計画の申請を受け付け、中心市街地の活

性化に関する法律や基本方針に定める認定基準に照らして認定作業を行うとともに、認定基

本計画に掲げる取組の進歩状況や目標の達成状況等のフォローアップ結果等を受けた認定基

本計画の変更作業を行う。 

令和元年度における中心市街地活性化基本計画の認定件数は 15計画である。 

（３）構造改革特区計画の認定 

地域の特性に応じた規制の特例措置の適用を受けて特定の事業を実施することにより、経

済社会の構造改革を推進するとともに地域の活性化を図るため、構造改革特別区域法に基づ

き地方公共団体が作成する構造改革特別区域計画の認定を行う。 

令和元年度における構造改革特別区域計画の認定件数は 17 件である。 

（４）地域再生の推進 
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自主的かつ自立的な取組による地域の活力の再生を総合的かつ効果的に推進するため、地

域再生法に基づき地方公共団体が作成する地域再生計画の認定を行う。 

令和元年度における地域再生計画の認定件数は 1,459件である。 

認定地域再生計画に対する金融上の支援措置である地域再生支援利子補給金の支給対象と

なる融資は令和元年度には約 110億円実行された。 

（５）総合特区の推進 

国際戦略総合特区においては、我が国の経済成長のエンジンとなる産業機能の集積拠点の

形成、地域活性化総合特区においては、地域資源を最大限活用した地域活性化の取組による地

域力の向上に資するため、各特区の特性に応じた規制の特例措置、税制・財政・金融上の支援

措置を総合的に実施するとともに、「国と地方の協議会」を通じ、地域ニーズに応じた措置を

累次追加していく。 

令和元年度時点における総合特区の指定件数は国際戦略総合特区７地域、地域活性化総合

特区 28地域の合計 35 地域である。 

また、金融上の支援措置である総合特区支援利子補給金の支給対象となる融資は令和元年

度には国際戦略総合特区約 93 億円、地域活性化総合特区約 130 億円がそれぞれ実行された。 

（６）「環境未来都市」構想・自治体 SDGsの推進 

  「環境未来都市」構想の取組を推進するとともに、自治体における地方創生 SDGs推進の 

観点から、SDGs の達成に向けて優れた取組を行う都市を「SDGs 未来都市」として選定し、そ 

の中でも特に先導的な取組を「自治体 SDGsモデル事業」として選定し資金的支援を行うこと 

で、成功事例を創出する。また、その成功事例を普及展開することで、自治体における SDGs 

達成に向けた取組を国内外へ広く発信し、地方創生の更なる深化につなげる。 

 令和元年度においては以下の事業を実施した。 

①「SDGs 未来都市」及び「自治体 SDGs モデル事業」の選定 

 地方創生分野における日本の SDGsモデルの構築に向け、優れた取組を提案する都市を公 

募し、令和元年７月に「SDGs 未来都市」として 31都市を選定するとともに、その中でも特 

に先導的な取組を「自治体 SDGsモデル事業」として 10 事業選定し、補助金支出等の支援 

を行った。 

②「地方創生 SDGs 国際フォーラム」の開催 

 SDGs未来都市等における取組の国内外へ向けた普及展開や都市間ネットワークの形成等 

を目的として、令和２年１月に「地方創生 SDGs国際フォーラム 2020」を開催した。（参加 

数約６４０人） 

③「地方創生 SDGs 官民連携プラットフォーム」の取組推進 

 平成 30年８月に「環境未来都市」構想推進協議会を改組し設置された「地方創生 SDGs官

民連携プラットフォーム」において、令和元年８月に、多様なステークホルダー間のパート

ナーシップを深め官民連携の取組を促進することを目的として「令和元年度地方創生 SDGs

官民連携プラットフォーム総会」及び関連イベントを開催し、官民連携を促進するためのマ

ッチングや分科会の取組等に係る支援を行うとともに、成功事例の普及展開を図った。 
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④「地方創生 SDGs 金融」の取組推進 

 地方創生 SDGsに取り組む地域事業者とその取組に対して積極的に支援を行う地域金融機 

関を地方公共団体がつなぎ、地域における資金の還流と再投資を生み出し、全てのステーク

ホルダーが関わる「地方創生 SDGs金融」を通じた自律的好循環の形成を目的とし、令和元

年８月から９月にかけて「地方創生 SDGs金融調査・研究会」を開催し、報告書を取りまと

めた。 

⑤上場企業及び機関投資家等における地方創生 SDGsに関する調査 

 令和２年３月に、企業の日本国内の地域課題解決へ向けた自発的な取組の促進を図るこ 

とを目的として、「上場企業及び機関投資家等における地方創生 SDGsに関する調査」（上場 

企業を対象に SDGs の取組状況や関心度等を調査）を行い、その結果を分析したうえ取組事 

例について情報発信し普及展開を図った。 

（７）都市再生の推進 

民間投資を効果的に呼び込むことにより都市の再生を推進するため、候補地域の早期公表

や情報基盤の整備・活用、社会経済情勢の変化に対応した適時適切な都市再生緊急整備地域の

指定や見直し、都市再生施策の効果や課題等に関する検討を行うための調査等を実施した。 

（８）地方創生リーダー人材の育成・普及の推進 

  ①プロフェッショナル人材事業 

  各道府県に整備したプロフェッショナル人材戦略拠点の活動を支援し、潜在成長力を持つ

地域企業の経営者に「攻めの経営」と新たな事業展開を促すとともに、プロフェッショナル人

材に対する有望かつ明確なニーズを発掘し、民間ビジネス事業者に取り繋ぐことで、プロフェ

ッショナル人材の地方への還流実現に取り組んでおり、令和２年３月末時点で、相談件数

43,867 件、成約件数は 8,617 件の実績をあげている。また、都市部大企業等との連携を強化

し、都市部大企業等と地域企業との間の人材交流を拡大することで、副業・兼業促進も含めた、

様々な形でのプロフェショナル人材の地方還流に取り組む。 

 ②先導的人材マッチング事業 

  地域企業の成長・生産性向上、ひいては地域経済の活性化を実現するため、日常的に地域企

業と関わり、その経営課題を明らかにする主体である地域金融機関等が地域企業の人材ニー

ズを調査・分析し、職業紹介事業者等と連携するなどしてハイレベルな経営人材等のマッチン

グを行う取組に対する支援を行う。令和２年３月末時点で、人材マッチングの主体である地域

金融機関等を 38事業者選定している。 

 ③地方創生カレッジ事業 

  有識者で構成された地方創生人材育成のための推進会議での検討を経て、平成 28 年 12 月

に「地方創生カレッジ」を開講した。「地方創生カレッジ」では、複数の養成機関が作成した

学習コンテンツを全国各地の幅広い年齢層・職種の方々にインターネットを活用したｅラー

ニング形式等で提供しているほか、地域課題に対応した実地講座を実施している。また、web

上での連携・交流のほか、地方創生に熱意のある関係者のネットワーク拡充を図っている。 

  令和２年３月末時点における「地方創生カレッジ」の受講者数は 20,783人（累計）である。 
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 （９）地方創生推進に関する知的基盤の整備 

地方版総合戦略の策定及び実行等に向けた、国による情報面からの支援である地域経済

分析システム（ＲＥＳＡＳ)について、ＲＥＳＡＳ研修や政策立案ワークショップや政策ア

イデアコンテスト、高校生等向けの地域探究学習教材の策定等を通じた、ＲＥＳＡＳの利活

用を着実に推進するための取組のほか、利用者の利便性向上のための機能改修、各都道府県

におけるＲＥＳＡＳ担当課の設定等、普及に向けた取組を実施している。また、全国のＤＭ

Ｏが観光地域のマネジメント・マーケティング機能を果たす上で必要かつ効率的に利用で

きるシステム・ツール（ＤＭＯネット）の運用・機能強化及びＤＭＯネットの普及啓発を実

施している。 

（１０）地方版総合戦略に基づく取組の推進 

    地方創生推進交付金は、「地域再生法」等の規定による地方創生の深化のための先駆的な

取組に要する経費に充てるために交付を行った。 

令和元年度における地方創生推進交付金の交付団体数は 1,227 団体である。 

地方創生整備推進交付金は、「地域再生法」の規定による地方創生基盤整備事業に要する

経費に充てるために交付を行った。 

地方創生拠点整備交付金は、地域創生の充実・強化を図るため緊急に実施すべきものとし

て施行する「地域再生法」の規定による地方創生の深化のための先駆的な取組に係る施設の

整備等に要する経費に充てるために交付を行った。 

令和元年度における地方創生拠点整備交付金の交付団体数は 169団体である。 

地方大学・地域産業創生交付金は、「地方大学・産業創生法」に基づき、首長のリーダー

シップの下、産官学連携により、地域の中核的産業の振興や専門人材育成などを行う優れた

取組を重点的に支援し、地域における若者の修学・就業の促進に要する経費に充てるために

交付を行った。 

令和元年度における地方大学・地域産業創生交付金の交付団体数は 9 団体である。 

 

６ 科学技術・イノベーション政策の推進 

（政策の概要） 

総合科学技術・イノベーション会議を司令塔とした科学技術イノベーション政策及び原子力

政策の推進に取り組んでいる。 

（１）総合科学技術・イノベーション会議の役割 

天然資源に乏しく、今後も人口減少が見込まれる我が国において、活力ある社会を創ってい

くためには科学技術・イノベーションの推進が不可欠である。重要政策に関する会議の 1 つで

ある「総合科学技術・イノベーション会議」は、内閣総理大臣、内閣府特命担当大臣（科学技

術政策）のリーダーシップの下、科学技術・イノベーション政策の推進のための司令塔として、

我が国全体の科学技術を俯瞰し、総合的かつ基本的な政策の企画立案及び総合調整を行って

いる。具体的には、科学技術基本計画等の策定に向けた検討や着実な実行の促進、科学技術関

係予算の重点化・効率化のための取組等を行っている。 
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（２）科学技術・イノベーションの戦略的推進 

①第５期科学技術基本計画 

平成 28 年 1 月に第５期科学技術基本計画が閣議決定された。本計画は、平成 28 年度を

初年度とする 5 カ年計画であり、総合科学技術・イノベーション会議として初めて策定さ

れた基本計画である。科学技術イノベーション政策を経済、社会及び公共のための主要な政

策として位置付け強力に推進するとしており、特に「超スマート社会」（Society 5.0）の実

現に向けた取組、若手や女性の研究者の活躍促進などを重視して取り組むことを述べてい

る。 

②統合イノベーション総合戦略 

平成 30年度に、それまで毎年度策定していた「科学技術イノベーション総合戦略」を抜

本的に見直し、グローバルな視座に立ち、基礎研究から社会実装までのイノベーションを政

府が一体となって統合的に推進するための「統合イノベーション戦略」を策定し、令和元年

６月にはその後の内外の情勢変化を分析し、強化すべき課題、新たに取り組むべき課題を抽

出するなど施策の見直しを行った「統合イノベーション戦略 2019」を閣議決定した。 

（３）戦略的イノベーション創造プログラム 

戦略的イノベーション創造プログラム（SIP：Cross-ministerial Strategic Innovation 

Promotion Program）は、平成 26 年度に創設された。SIP第 1期は、府省・分野の枠を超えた

横断型のプログラムであり、総合科学技術・イノベーション会議が司令塔機能を発揮し、基

礎研究から出口（実用化・事業化）までを見据え、規制・制度改革や特区制度の活用等も視野

に入れて推進している。 

SIP第 2期は、平成 29 年 12 月 8 日に閣議決定された「新しい経済政策パッケージ」におい

て、「生産性革命」に資することを目的として、平成 29 年度補正予算で措置された。 

これからも、研究推進力の向上、社会的課題を解決、新たな市場・雇用の創出、産業競争力

の強化等により日本経済の再生に貢献する。 

また、官民研究開発投資拡大プログラム （PRISM:Public/Private R&D Inovestment 

Strategic Expanision PrograM）が平成 30年度に創設された。PRISMは高い民間投資誘発効

果がみこまれる領域に各省の研究開発施策を誘導し、官民の研究開発の拡大、財政支出の効

率化等を目指す。 

（４）ムーンショット型研究開発制度 

 ムーンショット型研究開発制度(MS:Moonshot)は、我が国発の破壊的イノベーションの創出

を目指し、従来技術の延長にない、より大胆な発想に基づく挑戦的な研究開発（ムーンショ

ット）を推進する制度である。平成 30 年度補正予算に計上された 1000 億円（文科省 800 億

円、経産省 200 億円）および平成 31年度予算 20 億円(文科省 16億円、経産省 4億円)により

国立研究開発法人科学技術振興機構（JST）および国立研究開発法人新エネルギー・産業技術

総合開発機構（NEDO）に MS 運営のための基金が設置された。また、令和元年度補正予算に計

上された 50 億円（農水省）により、生物系特定産業技術研究支援センター（BRAIN）にも基

金が設置された。 
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 さらに、令和２年１月に開催された総合科学技術・イノベーション会議において６つのム

ーンショット目標が決定された。 

（５）原子力政策 

原子力委員会は、原子力基本法に基づき、原子力の研究、開発及び利用に関する事項（安全

の確保のうちその実施に関するものを除く。）について企画し、審議し、及び決定することと

されている。 

また、原子力委員会は、必要なときに、内閣総理大臣を通じて、関係行政機関の長に勧告す

ることができる。 

（６）医療研究開発革新基盤創成事業 

  医療研究開発革新基盤創成事業（CiCLE：Cyclic Innovation for Clinical Empowerment）

は、国立研究開発法人日本医療研究開発機構（AMED）に対する出資を行い、産学官の連携を通

じて、革新的な医薬品・医療機器等の創出に向けた研究開発を強力に推進する事業である。 

（平成 28 年度補正予算 550 億円、平成 29 年度補正予算 300 億円、平成 30 年度補正予算 250

億円） 

（７）健康・医療分野におけるムーンショット型研究開発等事業 

  健康・医療分野におけるムーンショット型研究開発等事業は、健康・医療分野におけるム

ーンショット目標の実現等を目指すため、健康・医療戦略推進本部の下、関係省が協力し、

従来の延長にない、より大胆な発想に基づく挑戦的な研究開発の推進等に取り組む事業であ

る。 

 （令和元年度補正予算100億円） 

 

７ 遺棄化学兵器廃棄処理事業の推進 

(政策の概要) 

我が国は、化学兵器禁止条約(1997年(平成 9年)4月発効)に従い、また、日中両国政府間で

交わされた中国における日本の遺棄化学兵器の廃棄に関する覚書(1999 年(平成 11 年)7 月)を

踏まえて、2000 年 (平成 12 年)9月以降、中国各地において、旧日本軍の遺棄化学兵器の発掘・

回収事業を実施している。なお、本事業が対象とする遺棄化学兵器は、第二次大戦終了までに

旧日本軍により中国に持ち込まれた古い化学砲弾等で、その多くが腐食しているほか、変形や

内容物の一部が漏えいしているものもある。また、信管等の腐食により爆発するリスクもある。

他国においても、長期間他国の土中等に放置された化学兵器を大量に処理した実績はなく、世

界的にも前例のない廃棄事業である。 2000年(平成 12 年)9月、黒龍江省北安市において、初

の発掘・回収事業を実施して以降、これまでに中国各地から約 8.3 万発(2019 年度(令和元年

度)3月時点における OPCW申告ベース)の遺棄化学兵器を発掘・回収した。一方、大量の遺棄化

学兵器が埋設されているとされる吉林省敦化市ハルバ嶺の他、各地に遺棄された化学兵器が残

っているとみられる。 

江蘇省南京市における遺棄化学兵器の廃棄処理については、2010年(平成 22年)10 月に開始

し、35,681 発を処理して 2013 年(平成 25 年)8 月に完了した。湖北省武漢市では、2014 年(平
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成 26 年)12月より廃棄処理を開始し、264発を処理して 2015年（平成 27年）7 月に完了した。 

河北省石家荘市においては、2012 年(平成 24 年)12 月に廃棄処理を開始し、2,567 発を処理

して 2017年(平成 29年度)1 月に完了した。 

移動式処理設備の展開については、日中両国政府が 2017 年（平成 29 年）3 月に共同で提出

した「2016 年より後の廃棄計画」に基づき、黒龍江省ハルビン市において、2019年（令和元年）

5 月から廃棄処理事業を開始し、1,828 発を処理した。2020 年度（令和 2 年度）以降も廃棄処

理作業を継続する予定である。 

吉林省敦化市ハルバ嶺においては、2014 年(平成 26年)12月に廃棄処理を開始し、2018 年度

(平成 30 年度)に 3,015 発を処理した。2019 年度（令和元年度）は 3,251 発を処理したところ

であり、2020年度(令和 2年度)以降も廃棄処理作業を継続する予定である。 

(成果事例) 

当事業は化学兵器禁止条約上の義務であり、環境を保護し、人の安全を確保することを最優

先としつつ、中国側の協力を得ながら進めることとなっている。2019年度(令和元年度)におい

ても、引き続き中国側の適切な協力を得つつ、各地の発掘・回収を続ける一方、ハルバ嶺での

廃棄処理を実施する等、廃棄処理についても着実に進めた。 

 

８ 防災政策の推進 

（政策の概要） 

災害から国民が自ら生命、財産及び生活を守ることができるよう、防災・減災対策（「防災

に関する普及・啓発」、「国際防災協力の推進」、「災害復旧・復興に関する施策の推進」、「防災

行政の総合的推進（防災基本計画）」及び「地震対策等の推進」）を着実に推進する。 

（１）防災に関する普及・啓発 

災害から国民が自ら生命、財産及び生活を守ることができるよう、各種普及・啓発活動を通

じて、防災・減災対策を着実に推進し、社会全体の防災力の向上を図っている。 

防災に関するさまざまな情報を集約、発信するポータルサイト「ＴＥＡＭ防災ジャパン」の

他、防災ポスターコンクール、津波防災に対する意識向上を図るために、11 月５日の「津波

防災の日」「世界津波の日」に合わせたシンポジウムの開催、「自助・共助」及び「多様な主体

の連携」を促進するために「防災推進国民大会」を開催するなどの各種行事を行った。 

（２）国際防災協力の推進 

2015 年３月に仙台市で第３回国連防災世界会議が開催され、国際的な防災の取組指針であ

る「仙台防災枠組 2015－2030」が採択された。我が国の災害から得られた経験・知見・技術

を活かし、本枠組の実施において主導的な役割を果たすため、令和元年８月に「防災技術の海

外展開に向けた官民連絡会（JIPAD）」を立ち上げ、我が国の優れた防災技術・ノウハウを戦略

的に発信するとともに、国連防災機関（UNDRR）や防災分野におけるアジア地域のネットワー

クを有するアジア防災センターを通じた多国間防災協力、米国やインド、トルコ等との二国間

協力等により、国際防災協力を推進した。 

（３）災害復旧・復興に関する施策の推進 
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避難所の良好な生活環境の確保を図るために必要な調査等を行い、被災者の立場に立った

きめ細やかな被災者支援が講じられるよう、必要な検討を行った。 

（４）防災行政の総合的推進 

防災行政の総合的推進を図るため、災害対策基本法に基づく防災分野の最上位計画である

防災基本計画に法令の改正等を踏まえた防災上の重要課題を的確に反映させるとともに、行

政機関・企業の業務継続体制の確立を図っている。 

直近では、平成 30年７月豪雨を踏まえた水害・土砂災害からの避難対策等に関する修正を

令和元年５月に、令和元年房総半島台風及び令和元年東日本台風に係る検証、新型コロナウイ

ルス感染症への対応等を踏まえた修正を令和２年５月にそれぞれ行っている。 

（５）地震対策等の総合的推進 

今後の発生が懸念される大規模地震について、総合的な防災対策を検討するための基礎調

査として地震動の推計や被害想定・対策の検討等を行った。また、防災情報の収集・伝達機能

を強化するため、総合防災情報システムによる防災情報の収集、SNSを活用した情報発信、収

集の支援体制を確保した。 

 

９ 原子力災害対策の充実・強化 

（施策の概要） 

万が一の原子力災害時に的確に対応できるよう、国と関係機関が連携し、原子力防災体制の

整備をしておくことが重要であり、本施策は、特に原発等の所在地域における取組を支援する

ことにより、地域防災計画・避難計画の具体化・充実化を図ろうとするものである。 

（成果事例） 

（１）道府県の原子力防災対策への財政的支援 

地方公共団体が行う防災活動に必要な放射線測定器、防護服等の資機材の整備、地方公共団

体における防災訓練の実施、要配慮者施設等の放射線防護対策等の原子力防災対策について

財政的支援を行った。 

（２）道府県への地域防災計画策定支援 

原子力災害対策重点区域に含まれる関係地方公共団体においては、平成 25 年９月の原子力

防災会議決定に基づき、原発が立地する 13地域を対象に地域原子力防災協議会を設置し、関

係省庁と地方公共団体で一体となって地域防災計画・避難計画の具体化・充実化を支援した。 

 

１０ 沖縄政策の推進 

（政策の概要） 

成長するアジアの玄関口に位置付けられるなど、沖縄の優位性と潜在力を活かし、日本のフ

ロントランナーとして経済再生の牽引役となるよう、引き続き、国家戦略として、沖縄振興策

を総合的・積極的に推進する。 

○沖縄の自主性・自立性の確保に係る施策の推進 

沖縄の自主性・自立性の確保に係る施策を推進する。 
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沖縄県が沖縄振興特別措置法に基づき作成した沖縄振興交付金事業計画に基づき沖縄振興

一括交付金を（沖縄振興公共投資交付金については）各省へ適時移替え、（沖縄振興特別推進

交付金については）沖縄県からの交付申請に応じて交付することにより、沖縄の自主性を尊重

しつつ、自立的発展に資する施策の展開を図る。 

また、沖縄振興特定事業推進費により、特に沖縄の自立的発展に資する事業であって、沖縄

振興特別推進交付金では対応し難い機動性をもって迅速・柔軟に対応すべき市町村等の事業

の支援を実施する。 

○沖縄振興計画の推進に関する調査 

沖縄の自立的発展と豊かな住民生活の実現を目指した沖縄振興策の更なる効果的な推進を

図るため、沖縄振興計画に基づきこれまで実施されてきた沖縄振興策に関する調査・分析を行

うとともに、今後の沖縄振興の在り方の検討等を行う。 

○沖縄における社会資本等の整備 

産業・観光の発展を支える道路や港湾、空港や、農林水産振興のために必要な生産基盤、県

民生活を支える学校施設の耐震化及び災害に強い県土づくりなど、社会資本整備を中心とし

た沖縄振興開発事業を実施する。 

○沖縄の特殊事情に伴う特別対策 

沖縄の置かれた自然的・歴史的・社会的な特殊事情に鑑み、その諸課題を解決するために必

要な対策を実施する。 

駐留軍用地跡地利用の推進については、市町村等が取り組む駐留軍用地の跡地利用の推進

に係る事業に対する補助等を実施した。 

沖縄離島活性化の推進については、厳しい自然的社会的条件に置かれている沖縄の離島市

町村の先導的な事業の支援を実施した。 

沖縄振興開発金融公庫については、地域限定の総合政策金融機関として、長期資金を安定的

に供給している。 

沖縄科学技術大学院大学学園については、国際的に卓越した科学技術に関する教育研究を

行うために必要な経費に対する補助を実施した。 

沖縄子供の貧困緊急対策については、沖縄の実情を踏まえた支援員の配置や居場所づくり

を集中的に実施した。 

沖縄における人材育成の推進については、主として観光や情報通信分野の専門学校に進学

した学生に経済的支援を行う沖縄独自の給付型奨学金や、観光産業分野の社会人の海外留学

の支援を実施するとともに、ICTを活用した離島における高校教育の実証実験とその将来像の

検討等を実施した。 

沖縄製糖業の体制強化対策については、働き方改革を踏まえた新たな操業体制に対応する

ため、人材確保対策、季節工等の宿舎整備等に対する支援を実施した。 

○沖縄の産業イノベーションの創出 

 沖縄への企業誘致、国際物流拠点を活用した先進的なものづくり産業等の創出、生産性を向

上させる産業人材の育成等を通じ、産業イノベーションの創出を図る。 
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○沖縄の戦後処理対策 

先の大戦において、国内最大の地上戦が行われた沖縄の歴史的背景等を踏まえ、不発弾等対

策事業や土地の位置境界明確化事業、対馬丸平和祈念事業の推進を図っている。 

沖縄戦関係資料閲覧室事業については、インターネットによる利用の利便性の向上を図る

ため、マルチデバイスに対応したホームページの提供を行っている。 

また、所有者不明土地の調査については、所有者不明土地に起因する問題の解決に向けた検

討を進めるため、実態調査を実施し、所有者不明土地の現況把握、課題の整理等を実施した。 

 

１１ 共生社会実現のための施策の推進 

（政策の概要） 

政策統括官（共生社会政策担当）は、国民一人ひとりが豊かな人間性を育み生きる力を身に付

けていくとともに、国民皆で子供や若者を育成・支援し、年齢や障害の有無等にかかわりなく安

全に安心して暮らせる「共生社会」を実現するため、以下の施策を実施している。 

≪子供・若者育成支援施策≫ 

○事業概要 

子供・若者育成支援施策を総合的に推進するため、調査研究等を行っている。 

子ども･若者育成支援推進法に基づく地域協議会の設置促進に係る事業を行っている。また、

地域で牽引的役割を担っている青少年育成指導者、少年補導委員等に対して、問題状況を明確化

して対処能力の向上を図るための研修等を行っている。 

子供・若者を育成支援する活動に顕著な功績があったもの等に対して子供と家族・若者応援団

表彰等を行っている。 

○達成状況（成果事例） 

子供・若者白書を作成した。 

調査研究により得られた成果は、内閣府だけの活用に留まらず、広く子供・若者育成支援施策

の企画・立案に資するため、ホームページを通じて広く公開するなどした。 

人材育成等事業の推進により、子供・若者育成支援に携わる者の養成を図ったほか、子ども・

若者支援地域協議会の設置を促進した。 

「子供と家族・若者応援団表彰」（内閣総理大臣表彰（子供・若者育成支援部門：２件）、内閣

府特命担当大臣表彰（子供・若者育成支援部門：８件））及び「未来をつくる若者・オブ・ザ・

イヤー」（（内閣総理大臣表彰２件）、内閣府特命担当大臣表彰（７件））をそれぞれ実施し、顕著

な功績のあったものを顕彰したほか、「子供と家族・若者応援団活動事例紹介事業」により、７

件の子供・若者を育成支援する優れた活動等をホームページ等で広く社会に紹介した。 

≪高齢社会対策≫ 

○事業概要 

高齢社会対策基本法第 6 条に基づく政府が推進すべき高齢社会対策の指針として、「高齢社会

対策大綱」を策定し周知を行っている。また、同法第 8 条に基づく「高齢社会の状況及び高齢社

会の対策の実施状況についての年次報告」として、「高齢社会白書」を作成している。さらに、
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高齢者の現状や実態、経年変化の状況を把握し、政策の企画立案及び政策の評価等に役立てるた

め、高齢者を対象とした調査研究を実施している。また、少子高齢社会において中高年に求めら

れる社会参加活動を主テーマとした「高齢社会フォーラム」の開催や、年齢にとらわれず自らの

責任と能力において自由で生き生きとした生活を送る高齢者や、社会参加活動を積極的に行っ

ている高齢者のグループ等を「エイジレス・ライフ実践事例及び社会参加活動事例」として表章

するとともに、ホームページ等を通じて活動事例を紹介している。 

○達成状況（成果事例） 

令和元年版高齢社会白書を作成し、高齢化の状況や高齢社会対策について周知を図った。また、

高齢者の経済生活に関する調査を実施した。さらに、高齢者の社会参加を促進するため、東京で

高齢社会フォーラムを開催するとともに、エイジレス・ライフ実践事例（49件）、社会参加活動

事例（53 件）を表章し、ホームページ等を通じて紹介した。 

≪障害者施策≫ 

○事業概要 

 ・障害者基本法の所管。 

・障害者基本計画の策定及びそれに基づく障害者施策の総合的かつ計画的な推進。 

・障害者基本計画の審議及び実施状況の監視を担う障害者政策委員会の運営。 

・障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律（障害者差別解消法）の所管及び法に基づ

く国・地方公共団体の取組の促進。 

・障害者週間の実施に伴う国民への意識啓発事業等の推進。 

・障害者施策の概況（障害者白書）の取りまとめと公表。 

・障害者施策を推進するための調査研究事業の実施。 

○達成状況（成果事例） 

・障害者差別解消法第 17条に定める各地方公共団体における障害者差別解消支援地域協議会

の設置促進のため、都道府県・指定都市の地域協議会担当者（広域支援相談員を含む）等を

対象に地域協議会の設置促進や活性化に向けた的確な助言等ができる人材育成のためのブ

ロック研修会を全国２ブロック（関東信越、近畿）で開催した。 

・障害の有無にかかわらず、誰もが相互に人格と個性を尊重し支え合う共生社会の実現のため

「障害者週間」（毎年 12月３日～９日までを期間とする法定週間）を実施し、障害及び障害

者に対する理解促進のための広報啓発事業（全国から募集した作文・ポスターの入賞作品へ

の表彰や、障害又は障害者をテーマとした一般国民を対象としたセミナーの開催等）につい

て国・地方公共団体が民間団体等と連携して取り組んだ。 

・政府における障害者施策の概況を「障害者白書」として取りまとめ、（閣議決定の上）国会

に報告し、国民への公表を行った。 

・「障害者白書」の「マルチメディアデイジー」版を作成し、内閣府ホームページに公表した。 

・障害者施策における調査研究事業を実施し、施策の検討における資料として活用した。 

≪交通安全対策≫ 

○事業概要 
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交通安全対策基本法の規定により、交通安全に関する施策の大綱となる交通安全基本計画の

作成及び推進のほか、交通事故の状況、関係施策の状況等に関する報告としての交通安全白書の

作成を行っている。 

交通安全対策に関する施策の推進として、全国交通安全運動等の普及啓発、交通ボランティア

等の人材育成、交通安全に関する調査研究等を実施している。 

○達成状況（成果事例） 

第 10 次交通安全基本計画に基づく諸施策を総合的に推進してきた結果、同計画の道路交通に

関する数値目標（令和２年までに 24時間死者数 2,500 人以下、死傷者数 50万人以下）に対し、

５カ年計画の４年目である令和元年の 24時間死者数は 3,215 人（前年比－317人）、死傷者数は

464,990人（前年比－64,388 人）となった。 

令和元年６月 18 日には「昨今の事故情勢を踏まえた交通安全対策に関する関係閣僚会議」に

おいて「未就学児等及び高齢運転者の交通安全緊急対策」が決定され、緊急に対応すべき施策を

始め重点的に取り組むべき施策を取りまとめた。 

令和元年版交通安全白書を国会に報告し、公表した。 

国民の交通安全意識を高めるため、春と秋の全国交通安全運動の実施、交通安全功労者の表彰、

交通安全フォーラムの開催を行った。 

交通指導員等交通ボランティアや地域の高齢運転者のリーダーの育成等を行った。 

道路交通事故の長期予測や第 10 次交通安全基本計画の評価に関する調査研究を行った。 

≪青年国際交流事業の実施による人材育成≫ 

○事業概要 

日本青年を「国際社会・地域社会で活躍する次世代グローバルリーダー」に育成することを目

的に、航空機による派遣・招へい事業及び船による多国間交流事業を実施している。 

わが国及び諸外国から選抜された参加青年が、世界的な共通課題についての研究・討議、自国

文化の紹介などの各種交流活動、産業・文化・教育施設等の視察・意見交換、船内での共同生活、

訪問国でのホームステイなどを行っている。参加青年は、各国の代表者として、皇室の御引見を

賜わったり、各国の元首級等を表敬訪問している。 

これまでに、日本青年と外国青年合わせて４万人以上が事業に参加し、日本を含む世界約 40

か国以上で事後活動組織が設立され、世界的なネットワークを発展させるとともに、様々な社会

貢献活動を行っている。 

○達成状況（成果事例） 

・令和元年度の参加青年数は、日本青年 258人、外国青年 496 人である。 

・事業終了から１年経過した参加青年のフォローアップ調査では、「事業で得たリーダーシッ

プ能力等を発揮する具体的機会を得た」の質問に対し、回答者の 75.5％が、肯定的に回答

した。 

≪バリアフリー・ユニバーサルデザイン施策≫ 

○事業概要 

バリアフリー・ユニバーサルデザインの推進に関して、施設の整備、製品の開発、推進・普及
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のための活動等において、顕著な功績又は功労のあった個人又は団体に対して、内閣総理大臣表

彰及び内閣府特命担当大臣（高齢社会対策又は障害者施策担当）表彰を実施するとともに（令和

元年度は計９件）、事例集を作成し、ホームページでの公表等により普及を図っている。 

○達成状況（成果事例） 

バリアフリー・ユニバーサルデザイン推進要綱に基づき、バリアフリー・ユニバーサルデザイ

ンの推進に関して顕著な功績又は功労のあった個人又は団体を表彰し、今後の活動を支援する

とともに、優れた取組を広く普及することにより、バリアフリー・ユニバーサルデザインに対す

る国民の理解の促進、拡充に一定の成果をあげており、引き続き啓発・広報活動を推進する必要

がある。 

≪子供の貧困対策≫ 

○事業概要 

子供の貧困対策を総合的に推進するため「子供の貧困対策に関する大綱」（令和元年 11 月 29

日）を踏まえ、子供の貧困対策に関する国民運動を推進するとともに、子供の貧困に関する調

査研究、地域ネットワークの形成支援を実施している。 

○達成状況（成果事例） 

 子供の貧困対策を進めるに当たっては、国、地方公共団体、民間の企業・団体等の連携・協働

による取組を推進し、子供の貧困という問題の所在や対策の必要性について、国民の幅広い理解

と協力を得ることにより、国民運動として進めていく必要がある。このため、平成 27 年 10月か

ら官公民の連携・協働プロジェクトとして始動した「子供の未来応援国民運動」への参加拡大を

図った。 

 具体的には子供の貧困に関する国民への広報啓発（ポスターの作成・配付）、地域のおける交

流・連携事業の展開（フォーラムの開催）、支援情報の一元的な集約・情報提供（国民運動ホー

ムページ）等を行った。 

また、「令和元年度子供の貧困実態調査に関する研究」を実施し、報告書については、ホーム

ページに掲載し周知を図っている。 

 さらに、「子供の未来応援地域ネットワーク形成支援事業」を実施し、多様かつ複合的な困難

を抱える子供たちに対し、ニーズに応じた支援を適切に行うため、子供たちと「支援」を結びつ

ける事業を実施する過程を通じて、関係機関等による連携を深化し、地域における総合的な支援

体制を確立（地域ネットワーク形成）する地方自治体の取組を支援している。 

 

１２ 男女共同参画社会の形成の促進 

（政策の概要） 

男女共同参画社会基本法に基づき、男女が、社会の対等な構成員として、自らの意志によって

社会のあらゆる分野における活動に参画する機会が確保され、もって男女が均等に政治的、経済

的、社会的及び文化的利益を享受することができ、かつ、共に責任を担うべき社会を形成する。 

（成果事例） 

（１）男女共同参画社会に関する普及・啓発 
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広報誌や、ホームページ、メールマガジン、Facebook 等、多様な媒体を活用して、分かり

やすい広報啓発活動を展開することができた。特に Facebookについては日頃男女共同参画に

なじみの薄い人々にも情報が届きやすくなるよう工夫し、ホームページについても「女性応援

ポータルサイト」、「はばたく女性人材バンク」を運用している。首相官邸ホームページや政

府広報オンライン等との相互リンクも積極的に行い国民への情報伝達を強化することができ

た。  

また、各種表彰を行うことで、ロールモデルを提示するとともに、国民の関心を高めること

ができた。 

さらに、男性が家事・育児等を行う意義の理解促進を図るため、子育て世代の男性の家事・

育児等の中で、料理への参画促進を目的とした「“おとう飯”始めようキャンペーン」の取組

を実施している中、なお一層のキャンペーン拡大を図るためにわかりやすい動画等を作成し、

男性の家事・育児等についての国民全体の気運醸成を図った。 

広報誌等の紙資料の印刷及び梱包・発送については、引き続き一般競争入札を行い、業務の

効率的な実施を図るとともに、配布部数及び配布先の精査を行った。ホームページの管理・運

用については一般競争入札を行って、引き続き外部に業務委託を行うことで効率的な実施に

努めた。 

（２）男女共同参画を促進するための地方公共団体・民間団体等との連携 

｢男女共同参画に関する基礎研修」、「男女共同参画苦情処理研修」については、アンケート

を反映したプログラムの見直し等を行い、効果的な実施に努めた。  

｢国・地方連携会議ネットワークを活用した男女共同参画推進事業」においては、活動テー

マを「女性起業家と企業の取引・協働」「様々な分野における女性の参画拡大」等、関係者の

関心の高い喫緊の課題とした。主催・後援団体を複数置き、連携・協議を通じた企画の深化を

図ったところ、主催団体に複数の連携会議構成団体が含まれる事業や、グループディスカッシ

ョンやワークショップ等の主催者と参加者の双方向のやりとりを含む事業が行われ、参加者

の評価も高い傾向にある。 

（３）国際交流・国際協力の促進 

国際会議への出席に当たっては、日本の取組を国際社会に発信するとともに、国際社会の動

向を把握し、国内への周知に努めている。国際会議出席の成果については、Facebook、ホーム

ページ、メールマガジン及び局広報誌等への掲載、その広報・普及に努めている。  

（４）女性に対する暴力の根絶に向けた取組 

毎年４月を「ＡＶ出演強要・『ＪＫビジネス』等被害防止月間」とし、若年層を対象として、

ポスターの掲出、リーフレットの配布などを行った。 

11 月には 12 日から 25 日までの２週間、「女性に対する暴力をなくす運動」を実施し、ポス

ター等を関係機関へ配布し、ＪＲ線主要駅及び地下鉄駅構内にも掲示した。さらに、女性に対

する暴力根絶のシンボルであるパープルリボンにちなんで、全国のタワーやランドマークな

どをパープルにライトアップし、暴力根絶を呼びかけるなどの広報啓発活動を行った。 

また、性犯罪被害者等が安心して相談することができる体制を整備するために、支援現場に
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おける課題の把握並びに効果的な相談・支援の在り方に関する調査及び性犯罪被害者等を支

援する関係者を対象とした研修を実施するとともに、若年層における女性に対する暴力の効

果的な予防啓発及び性暴力に関するＳＮＳ相談の試行実施及び配偶者暴力被害者支援におけ

る機関連携及び加害者対応に関する調査研究を実施するなど、被害者支援の質の向上につな

げている。 

さらに、官民の配偶者暴力被害者支援の関係者に加え、新たに児童相談所の職員も参加する

研修を実施するとともに、ＤＶ対応と児童虐待対応の連携に関する相談対応事例集を作成し、

関係機関等に共有するなど、相談体制の整備・強化を図っている。 

性犯罪・性暴力被害者支援交付金により性犯罪被害者等が必要な支援を受けられる体制整

備のための地方公共団体の取組の支援を行った。 

（５）女性の参画の拡大に向けた取組 

政策・方針決定過程への女性の参画を拡大するため、各分野における女性の参画状況の調

査・公表、多様な積極的改善措置（ポジティブ・アクション）の検討・実施、固定的性別役

割分担意識の解消、ロールモデルの提示や教育等による女性自身の意識や行動の改革、仕事

と生活の調和の推進など、政府全体で政策・方針決定過程への女性の参画を拡大するための

措置を講じている。 

特に政治分野については、女性の参画拡大の重要性について積極的に啓発及び情報提供す

るべく、諸外国における政治分野の男女共同参画のための取組のパンフレットの作成・配布

や、地方の政治分野における女性の参画状況に関するマップの作成・公表等を実施している。 

企業の役員候補となる女性人材を育成するため、令和元年度において、宮城県、広島県、大

学（愛知県）において、「女性リーダー育成事業」を実施し、95名が修了した。 

（６）仕事と生活の調和の推進 

① 憲章・行動指針の推進 

平成 19年 12月、仕事と生活の調和推進官民トップ会議（議長：内閣総理大臣（策定時は

内閣官房長官））において、政労使の合意により「仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バ

ランス）憲章」及びその「行動指針」を策定（「憲章」は平成 22 年６月に一部改正。「行動

指針」は平成 28年３月に一部改正。）しており、これらに基づき施策を推進している。 

② 連携推進・評価部会の運営 

仕事と生活の調和連携推進・評価部会や、関係省庁連携推進会議において、「憲章」・「行

動指針」に基づく取組の点検・評価を実施するとともに、関係者の連携推進、啓発や情報発

信の中心的な場として運営している。 

③ ネットワークの構築 

経済団体と連携して企業経営者・管理職等向けのセミナーを開催し、企業においてワー

ク・ライフ・バランスに取り組むメリットやそのノウハウ等についての理解促進を図るとと

もに、経営者・管理職等のネットワークの構築を促進している。また、都道府県や政令指定

都市の担当者を対象としたセミナーを開催し、各地域における取組を支援している。 

さらに、「カエル！ジャパン」通信（メールマガジン）を発行し、国の施策や調査・統計、
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周知情報を分かりやすく紹介する等により、仕事と生活の調和を推進するネットワークを

構築している。 

④ 社会各層への理解促進 

仕事と生活の調和の実現に向けた取組の進捗と今後の課題等について取りまとめた「仕

事と生活の調和レポート」の作成・配布を行うとともに、「仕事と生活の調和」推進サイト

を通じて、シンボルマークやキャッチフレーズを作成し、先進企業・団体の紹介等を行うな

ど、労使、国、地方公共団体、国民各層への理解促進を図る等の取組を進めている。 

また、女性活躍推進法等に基づき、国等の調達において、価格以外の要素を評価する総合

評価落札方式及び企画競争方式で、ワーク・ライフ・バランス等推進企業を加点評価する取

組を推進している。 

⑤ 調査・研究 

「行動指針」において設定されている数値目標を踏まえ、今後、社会全体で取り組むべき

方向性や各主体の役割等を検討するため、ワーク・ライフ・バランスに関しての調査・研究

を行った。 

（７）東日本大震災による女性の悩み・暴力に関する相談事業 

福島県に臨時相談窓口を設置し、フリーダイヤルによる電話相談及び面接相談等により、女

性が安心して利用できる相談サービスを提供する。 

 

１３ 食品の安全性の確保 

（政策の概要） 

食品安全基本法に基づき、食品健康影響（リスク）評価（農薬、食品添加物、動物用医薬品、

遺伝子組換え食品、特定保健用食品等）を実施するとともに、関係者（消費者や報道関係者等）

との情報・意見の交換（リスクコミュニケーション）に積極的に取り組んでいる。 

個別施策の概要は以下のとおりである。 

（１）食品健康影響評価 

令和元年度は、添加物、農薬、動物用医薬品等に関してリスク管理機関から各分野計１４５

案件について評価要請があり、前年度までに評価要請があったものを含めて、１４０案件につ

いてリスク管理機関に評価結果を通知した。 

例えば、デオキシニバレノール（ＤＯＮ）等について、食品健康影響評価を実施し結果を通

知した。 

（２）食品健康影響評価技術研究 

令和元年度には、新規研究課題（９課題）を決定したほか、継続課題(８課題)の中間評価及

び終了課題(６課題)の事後評価を実施した。また、研究成果発表会などによる研究成果の普及

を行った。 

（３）リスクコミュニケーション 

令和元年度は、消費者庁、厚生労働省、農林水産省等のリスク管理機関、地方公共団体とも

連携して、計２０回の意見交換会等を実施した。具体的には、食品添加物等の関心の高いテー
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マに学校教育関係者（栄養教諭や家庭科教諭）等を対象とした意見交換会を開催するととも

に、消費者庁等の関係省庁と連携し、食品中の放射性物質に係る意見交換会等を開催した。 

また、地方公共団体等が実施する意見交換会等への講師派遣を２６回行った。 

（４）緊急時対応 

令和元年度は、緊急時対応訓練計画に基づき実務研修及び確認訓練を実施した。 

（５）国際関係 

  令和元年度は、海外研究者等の招へいによる国際セミナーや講演会を年１回開催し、さらに

海外への食品安全機関等に職員を派遣して意見交換を実施するなど、海外の関係機関との連

携強化に取り組んだ。このほか、食品健康影響評価の結果に基づく施策の実施状況の調査、食

品安全モニター事業、ホームページや広報誌「食品安全」等を通じた情報提供等、食品の安全

性の確保に関する情報の収集、整理及び活用、食品の安全性の確保に関する調査などを着実に

推進した。 

 

１４ 公益法人制度の適正な運営の推進 

（政策の目的） 

公益法人による公益活動を支援するとともに、法人の自己規律の確立や適正な法人運営の確

保を図ることにより、公益法人の活動の健全な発展を促進し、「民による公益の増進」を推進す

る。 

（政策の概要） 

・公益法人制度に基づく法人からの申請等に係る審査・諮問・委員会答申に基づく認定等 

・公益法人制度の周知や申請促進を図るためのホームページ等を通じた広報等の実施 

・公益社団・財団法人等に対する適切な監督の実施 

・公益認定等総合情報システムの管理・運営等 

 ※申請者による書類の提出や、行政庁における業務処理をオンラインで実施することを可

能としたシステム 

（成果事例） 

民間の専門家を活用した相談会（12回（うち地方開催 5 回））や窓口相談（64法人）、電話相

談（3,398件）の開催、ホームページ「公益法人 information」などの広報媒体等の活用により、

円滑な申請・審査のために必要な情報発信を行った。これらの取組により、一般法人から新たに

36 法人が公益認定を受けた。 

また、公益法人（約 2,500法人）に対して、事業報告等の適切な提出を督励するとともに、立

入検査（617 法人）、報告徴収を実施するなど適切に監督を行っている。 

なお、公益認定等総合情報システムを利用した電子申請率は、99.5％に達している。 

 

１５ 経済社会総合研究の推進 

（１）経済社会活動の総合的研究 

（政策の概要） 



27 

政策と理論の橋渡しを担う内閣府のシンクタンクとして、政策判断の基礎的材料を提供し、経

済財政政策の企画・推進を支援するとともに、国民への情報提供を行うことを目的に、経済理論

その他これに類する理論を用いて、(ⅰ)経済社会の政策課題に対応した実証研究、事例研究、マ

クロ計量経済モデル等政策分析ツールの開発などの各種研究プロジェクトを推進するとともに、

(ⅱ)景気動向指数、機械受注統計調査、消費動向調査等の各種景気統計の作成を行っている。 

（成果事例） 

成果に対する関心及び評価を計測するための手法として過去３年度分（平成 28～30 年度）の 

HP への平均アクセス数を基準値として設定しており、「ESRI Discussion Paper 等の研究成果に

関するＨＰへのアクセス件数」においては基準値以上を達成、「景気指標に関するＨＰへのアク

セス件数」においても基準値を概ね達成できている。 

以上のことから、研究成果及び景気指標に対する関心及び一定の評価が得られているものと

考えられる。 

（２）国民経済計算 

（政策の概要） 

政策判断材料を提供し、経済財政政策の企画・推進を支援すること、また、国民への情報提供

を行うことをその目的として、国連の示す国民経済計算体系の基準に則して、国民経済計算の推

計を行い、四半期別 GDP 速報（QE）、国民経済計算年次推計を公表するとともに、地域経済計算

やサテライト勘定の調査研究を行い、国民経済計算関連統計を作成・整備している。また、基礎

資料が不足している分野については、民間非営利団体実態調査等を独自に実施している。 

（成果事例） 

我が国の経済状態を定量的に映し出し、景気動向の把握及び政策効果の有効性の判断など政

策立案の判断材料や、国民の合理的意思決定の基盤として、様々な方面で活用される国民経済計

算関連統計について、国際基準に従い作成・整備するとともに、統計及びその作成方法、利用上

の注意等の情報をガイドラインに従って、予定通りに作成・公表することができた。 

（３）人材育成、能力開発 

（政策の概要） 

経済・社会活動の調査分析など職務上必要とされる知識や技能の習得・向上を図ること及び経

済の重要問題についての分析能力を養うことを目的として、内閣府及び他省庁職員に対して、計

量経済分析等の経済理論の講義や分析手法の技能研修等を実施している。 

（成果事例） 

研修員からの研修に対するアンケート結果の満足度は 88.5％で、引き続き高い評価を得た。 

 

１６ 迎賓施設の適切な運営 

（政策の概要） 

（１）迎賓施設の適切な運用 

迎賓館における接遇は、「迎賓館の運営大綱について」（昭和 49 年７月９日閣議了解）に基づ

き、国賓・公賓・公式実務賓客のほか、国会及び最高裁の賓客を対象に行うこととなっている。 
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京都迎賓館においては、上記の接遇のほか「京都迎賓館の使用について」（平成 17 年 3 月 16

日内閣総理大臣決定）に基づき、国の機関、地方公共団体等が催す招宴その他の接遇等に係る使

用にも供している。施設の整備・維持管理については、賓客が満足できる安全・快適な施設を提

供するとともに、円滑な接遇を行うための迎賓施設の管理・運営を確実に実施している。運営に

当たっては、効率的な維持管理に努め、予算の適切な執行管理を行いつつ、必要な施設整備を行

っている。 

（２）通年での一般公開の実施 

魅力ある公的施設の公開・開放により、新たな観光資源として活用し、歴史と伝統に溢れる施

設の魅力を内外に発信するため、平成 28年４月から赤坂迎賓館を、同年７月から京都迎賓館を、

それぞれ接遇等に支障のない範囲で可能な限り通年での一般公開（有料）を実施している。 

（３）特別開館の実施 

国有財産としての迎賓館を有効活用するとともに、我が国の歴史及び文化並びに迎賓館の魅

力を内外に発信し、これらに対する理解の促進を図ることを目的として、原則として有償により

民間団体等の利用に供する特別開館を赤坂迎賓館及び京都迎賓館で実施している。 

（成果実績） 

（１）接遇について 

令和元年度の接遇等については、14 回（赤坂 8回、京都 6回）実施した。 

（２）一般公開について 

令和元年度の一般公開については、赤坂迎賓館では４月２日～３月 26 日のうち、279 日で約

498,000人、京都迎賓館では４月２日～３月 29 日のうち、257日で約 87,000 人が参観に訪れた。

数次のアンケートの結果、平均して９７．８％の方が肯定的評価（満足・まあ満足）をされてい

る。 

（３）特別開館について 

令和元年度の特別開館については、使用希望はあったものの、開催時期等の利用要件を満たす

案件がなく未実施となったが、案件発掘のためにあらゆる機会を捉え、民間事業者に向けた制度

説明等、特別開館の情報提供に努めた。 

 

１７ 宇宙開発利用に関する施策の推進 

（政策の概要） 

平成 28年 4月内閣府に宇宙開発戦略推進事務局を設置。我が国の宇宙開発利用に関する政策

の企画及び立案並びに総合調整等の宇宙政策の司令塔機能を担うとともに、宇宙二法の運用、準

天頂衛星システム等の開発・整備・運用等の施策を実施している。 

（１）宇宙基本法の成立 

  宇宙基本法は、平成 20 年 5 月に成立。課題解決の手段として宇宙を利用し、宇宙開発利用

を国家戦略として推進することを目指している。また、宇宙基本法では総理を本部長とする宇

宙開発戦略本部が我が国宇宙政策の憲法ともいえる宇宙基本計画の策定等を担うこととなっ

た。 
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（２）宇宙政策委員会の役割 

  平成 24 年 7月に内閣府に宇宙政策委員会が設置され、宇宙開発利用に関する政策、関係行

政機関の宇宙開発利用に関する戦略的予算配分方針等の重要事項の調査審議等を実施してい

る。 

（３）宇宙基本計画の策定 

平成 27 年 1 月に宇宙開発戦略本部において新たな宇宙基本計画が本部決定され、平成 28

年 4月 1 日に閣議決定された。 

新たな宇宙基本計画は、「国家安全保障戦略」に示された新たな安全保障政策を十分に反映

したものであり、産業の投資の予見可能性を高め産業基盤の維持・強化に資するべく、今後 20

年程度を見据えた 10年間の長期的・具体的整備計画とするとともに、厳しい財政制約を踏ま

え、出来る限り施策の優先順位を明らかにすることとなっている。具体的には、「宇宙安全保

障の確保」を我が国の宇宙政策の目標の一つに位置づけるとともに、産業界の投資の予見可能

性を高める観点から、人工衛星の整備年次を記載し、人工衛星を「いつ」「何機」打ち上げる

のかを明示した。さらに、本文に加えて工程表を作成することで、本文に記載された個別のプ

ロジェクトのプロセスを具体化するとともに、毎年工程表を改訂することで宇宙基本計画を

硬直化させることなく政策の一貫性と柔軟な政策展開の両立を目指している。 

（４）宇宙二法の成立及びその運用 

  我が国における民間企業の宇宙活動の進展に伴い、事業の予見可能性を高め、民間事業を後

押しするための制度インフラとして宇宙二法（「人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関

する法律」及び「衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律」）が平成

28年 11月に成立した。内閣府において、規制と振興のバランスに配慮した同二法の運用を行

っている。 

（５）準天頂衛星システムの開発・整備・運用 

（事業の概要） 

衛星測位システムは社会経済活動の基盤的なインフラであることから、各国が競って衛星

測位システムの構築を進めている。我が国も、宇宙基本計画（平成 27年 1月 9日宇宙開発戦

略本部決定）において、持続測位が可能となる 7 機体制の確立のために必要となる追加 3 機

については、平成 29 年度をめどに開発に着手し、令和５年度をめどに運用を開始することが

決定した。 

具体的には、測位衛星の補完機能(測位可能時間の拡大）や、測位の精度や信頼性を向上さ

せる補強機能等を有する準天頂衛星システムを開発・整備・運用することにより、産業の国際

競争力強化、産業・生活・行政の高度化・効率化、アジア太平洋地域への貢献と我が国プレゼ

ンスの向上、日米協力の強化及び災害対応能力の向上等広義の安全保障に資する。 

（成果事例） 

準天頂衛星システム（準天頂衛星初号機後継機含む）の開発・整備・運用を行い、平成 30

年度は４機体制によるサービスを開始した。また、５号機の開発に着手した。 
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１８ 北方領土問題の解決の促進の確保 

（政策の概要） 

北方領土問題に関する国民世論の啓発を図るため、広報・啓発活動を実施する。また、北方

四島交流等事業（四島交流事業、北方領土墓参事業、自由訪問事業）を実施する。さらに、北

方地域元居住者等に対する援護。 

   主な取組事項・・・国民世論への啓発事業 

北方領土返還要求運動の推進及びこのための在るべき啓発手法の調査・検討、北方領土教育

機会の拡充及び北方領土隣接地域における啓発活動の充実による返還運動の活性化について

取り組んでいる。 

返還要求運動は幅広い年齢層への普及・啓発が必要であるが、特に次代を担う若い世代への

啓発や教育の拡充を推進してきたところ、啓発イベント等では多様な年齢層の参加者・来場者

を動員し、修学旅行誘致事業においても一定の成果を上げている。 

 

１９ 子ども・子育て支援の推進 

（政策の概要） 

子ども・子育て本部は、子ども・子育て支援のための基本的な政策や少子化の進展への対処

に係る企画立案・総合調整、少子化に対処するための施策の大綱の作成及び推進、子ども・子

育て支援給付等の子ども・子育て支援法に基づく事務、児童手当制度、認定こども園に関する

制度に関することを所管する特別の機関であり、本部を中心として関係省庁が緊密な連携を

図りつつ、少子化対策や子ども・子育て支援施策を推進する。 

（成果事例・実績） 

少子化対策としては、「一億総活躍社会の実現に向けて緊急に実施すべき対策」に基づき、

「希望出生率 1.8」の実現に向け、希望どおりの結婚の実現という課題に対し、「地域少子化

対策重点推進交付金」において、結婚に対する取組や結婚、妊娠・出産、乳児期を中心とする

子育てに温かい社会づくり・機運醸成の取組を行う地方公共団体を支援するとともに、併せ

て、新婚世帯に対し、結婚に伴う新生活のスタートアップに係る費用（新居の家賃等）を支援

する地方公共団体への補助を行っている。 

また、少子化社会対策白書の作成や、少子化対策の理解を深めるための「さんきゅうパパプ

ロジェクトの促進」や「家族の日」に関するフォーラム等を実施し、社会全体で子育て家庭を

支援する事業の推進、機運の醸成を図った。 

子ども・子育て支援施策としては、以下の取組を実施。 

・市町村（特別区を含む。）が支弁する施設型給付費等の支給に要する費用の一部を負担す

ることにより、子どもの健やかな成長を支援。 

・地域の実情に応じて市町村が実施する地域子ども・子育て支援事業に要する費用の一部

として、市町村に対して交付金を交付。  

・次代の社会を担う児童の健やかな成長に資するため、児童手当を支給。 

 



31 

２０ 有人国境離島政策の推進 

（政策の概要） 

平成 28年４月、議員立法として「有人国境離島地域の保全及び特定有人国境離島地域の地

域社会維持に関する特別措置法」が成立し、平成 29年４月に施行された。法施行にあわせて

「特定有人国境離島地域社会維持推進交付金」（以下「交付金」という。）を創設し、特定有人

国境離島地域に係る８都道県 29 市町村が実施する取組を支援している。 

具体的な交付金の事業の内容としては、①離島住民向けの航路・航空路の運賃引下げ（航路

運賃低廉化事業及び航空路運賃低廉化事業）、②農水産物の移出やこれらの生産に必要な原材

料等の移入に係る輸送コストの低廉化（輸送コスト支援事業）、③民間事業者等による創業・

事業拡大のための設備投資資金及び運転資金の支援（雇用機会拡充事業）、④着地型観光  サ

ービスを組み入れた滞在プラン等の企画、開発、宣伝、実証及び販売促進の支援（滞在型観光

促進事業）があり、この交付金の活用により特定有人国境離島地域内の人口の減少を抑制し、

新規雇用者及び観光客等交流人口の増加を促進させることが期待できる。 

 

２１ 国際平和協力業務等の推進 

（政策の概要） 

（１）「国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律」に基づく、国連平和維持活動への

協力、人道的な国際救援活動への協力及び国際的な選挙監視活動への協力の実施、人道的な

物資協力の実施 

（２）国際平和協力研究員による研究活動等の実施 

（成果事例） 

令和元年度においては、UNMISS（国連南スーダン共和国ミッション）に引き続き要員を派遣

したほか、同年 4月からは新たに MFO（多国籍部隊・監視団）への司令部要員の派遣を開始し

た。 

また、IGAD（政府間開発機構）に係る物資協力を実施した。 

国際平和協力隊の派遣については、ミッションにおいて、適切に業務を行い、国際社会の平和

と安定に貢献していると評価できる。また、ミッションに対する我が国の協力について、国際

社会から高い評価が得られたことは、大きな実績である。  

 

２２ 科学に関する重要事項の審議及び研究の連絡 

（政策の概要） 

（１） 政府・社会等に対する提言等 

科学者としての専門的かつ信頼性のある見解を、勧告、声明、提言等として、政府や社会に

対して提示。また、重要政策課題に係る政府からの諮問、審議の依頼等に応じ、答申又は回答

を実施。 

平成 30年度においては、提言「産学共創の視点から見た大学のあり方―2025年までに達成

する知識集約型社会―」等、意思の表出を行った。 
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（２） 各国アカデミーとの交流等の国際的な活動 

・学術に関する重要な国際会議について、毎年、閣議口頭了解を得て学術研究団体と共同開催。 

・第 18回アジア学術会議（Science Council of Asia）を日本学術会議において開催し、SDGs

を主眼としたテーマのもと、16か国・地域から約 200名の参加があった。 

・以上のほか、国際学術団体への加入及び代表派遣など様々な交流活動を実施。 

（３） 科学の役割についての普及・啓発 

 ・学術の成果を国民に還元するための活動として、学術フォーラム、シンポジウム等を開催。 

 ・科学者と一般市民が、科学について対等の立場で対話する場として、サイエンスカフェを開

催。 

（４） 科学者間ネットワークの構築 

 ・地域の科学者と意思疎通を図るとともに、学術の振興に寄与することを目的として、北海道、

東北、関東、中部、近畿、中国・四国、九州・沖縄の７つの地区会議を組織、学術講演会や各

地域の科学者との懇談会などの活動を実施。 

 ・学術研究団体及びその連合体のうち、日本学術会議の活動に協力することを申し出、承認さ

れたものを「日本学術会議協力学術研究団体」として指定し、協力関係を構築（現在、約 2,000

団体を指定）。また、学協会との連携により、シンポジウム、会議等の共同主催等を行ってい

る。 

（５）若手アカデミー活動の推進 

 ・若手科学者の連携を図り、その活動を通じて学術の振興に寄与することを目的として、平成

26 年 10 月、常設の組織として、45 歳未満の会員又は連携会員で構成される「若手アカデミ

ー」が設置された。 

 ・若手科学者の視点からの提言等の表出、若手科学者間のネットワークづくりの促進、国際交

流などの活動を行う。 

 

２３ 官民人材交流センターの適切な運営 

（政策の概要） 

(１) 職員の離職に際しての離職後の就職の援助 

①求人・求職者情報提供事業 

国家公務員が培った能力や経験を社会全体で活かしていくため、企業・団体等の求人情報

や、再就職を希望する国家公務員の求職者情報を収集し、相互に提供することにより、再就

職規制を遵守した自主的な求職活動を支援する仕組みである「求人・求職者情報提供事業」

を平成 31年 1月から開始（２月から情報提供を開始）している。 

 

②民間の再就職支援会社を活用した再就職支援 

早期退職募集制度の施行に併せて、平成 25年 10月から、一般職国家公務員について 

早期退職募集制度に基づく退職者を対象として、再就職支援を実施している。また、自衛

隊法の一部改正により、一般職の国家公務員に加え、一般定年等隊員についても、平成 27
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年 10月から、その離職に際しての就職の援助を行うこととなった。なお、同支援は、官民

人材交流センターが契約した民間の再就職支援会社に委託して実施している。 

 

（２）官民の人材交流の円滑な実施のための支援 

  内閣人事局及び人事院とともに経済３団体等、関係団体の協力を得て、民間企業等と府

省等との意見交換会の開催、官民人事交流の実施希望に関する情報提供、官民人事交流説

明会をはじめとした広報等の取組を進めている。 

 

２４ 公正かつ自由な競争の促進 

（政策の概要） 

（１）独占禁止法違反行為に対する措置等 

・企業結合の迅速かつ的確な審査 

企業結合（株式取得、合併、分割、共同株式移転及び事業譲受け等）について、届出に基づ

いて、迅速かつ的確な企業結合審査を行い、独占禁止法の規定に違反することが認められた場

合には適切に対応するとともに、主要な企業結合事例を公表することにより、一定の取引分野

における競争を実質的に制限することとなる企業結合を防止する。 

・独占禁止法違反行為に対する厳正な対処 

独占禁止法に違反する疑いのある行為について所要の調査（立入検査、事情聴取等）を行い、

違反行為が認められた場合には、排除措置命令を行うほか、警告等の必要な措置を講ずる。 

（２）公正な取引慣行の推進 

・独占禁止法ガイドラインの普及・啓発及び事業活動の相談・指導 

独占禁止法に係る各種ガイドライン（取引慣行等の適正化に係るもの）の普及・啓発を図る

とともに、事業者及び事業者団体がこれから実施しようとする具体的な事業活動の内容につ

いて、相談に応じ、問題点の指摘等を行う。 

・取引慣行等の実態把握・改善のための提言 

事業活動の実態等について競争政策の観点から調査を行い、問題となるおそれのある取引

慣行等を指摘して改善を促すとともに、調査結果を公表する。 

・中小事業者を取り巻く取引の公正化 

優越的地位の濫用に係る実態調査等や下請法等に係る講習会の開催により、中小事業者に

係る取引の公正化を図る。 

・下請法違反行為に対する措置 

書面調査等により情報を収集し、下請法に違反する疑いのある行為について所要の調査（実

地調査、招致調査等）を行い、違反行為が認められた場合には、必要な措置（法的措置（下請

法第７条に基づく勧告）又は指導）を講ずる。 

（３）競争政策の普及啓発等 

・競争政策の広報・広聴 

独占禁止法等の内容や公正取引委員会の活動について、報道発表やウェブサイト等による
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広報活動を行うとともに、国民各層とのコミュニケーションを通じて、国民からの意見・要望

を広く把握する広聴活動を行い、競争政策に対する国民的理解の増進を図る。 

・海外の競争当局等との連携の推進 

二国間、多国間及び技術支援の枠組みにおける海外競争当局間の協力・連携の強化に努める

ほか、公正取引委員会の国際的なプレゼンスを向上させ、我が国の競争政策の状況を広く海外

に周知する。 

・発注機関における入札談合の未然防止 

研修の実施等を通じて発注機関における入札談合等の防止のための取組を支援・促進する。 

・競争政策に関する理論的・実証的基礎の強化 

公開セミナーの実施等により競争政策の重要性や競争政策に係る先端的な課題等に関する

情報発信を行う。 

・政府規制分野等に係る調査・検討及び評価 

①政府規制分野等に関する調査・検討及び②各府省における規制の政策評価における競争評

価の取組の支援・促進を実施する。 

（４）消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保 

大規模な書面調査の実施等により消費税の転嫁拒否等の行為について情報収集を行い、転

嫁拒否等の行為の疑いがある場合には立入検査等の調査を実施し、違反行為が認められた事

業者に対しては消費税転嫁対策特別措置法に基づき迅速かつ厳正に対処する（勧告又は指導）。

また、転嫁拒否等の行為を未然に防止するため、事業者等に対する広報や説明会の開催等によ

り、消費税転嫁対策特別措置法の普及・啓発を図る。 

 

２５ 市民生活の安全と平穏の確保 

（政策の概要） 

・総合的な犯罪抑止対策の推進 

  地域の犯罪情勢に即した犯罪抑止対策、少年の非行防止や良好な生活環境の保持を目的と

した施策等、総合的な犯罪抑止対策を推進することにより、国民が安全にかつ安心して暮らせ

る社会を実現する。 

・地域警察官による街頭活動及び初動警察活動の強化 

  地域警察官の現場執行力の強化、交番機能の強化等により地域警察官による街頭活動の一

層の推進を図るとともに、通信指令機能の強化を中心とした初動警察活動の強化を図る。 

・悪質商法等の防止及び環境破壊等の防止 

  悪質商法事犯等や後の世代に引き継ぐべき生活環境を破壊する環境事犯の取締りを推進す

ることで、市民生活の安全と平穏を確保する。 

 

２６ 犯罪捜査の的確な推進 

（政策の概要） 

・重要犯罪・重要窃盗犯の検挙向上 
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  国民の安全・安心に資するよう、重要犯罪（注１）・重要窃盗犯（注２）の検挙に向けた取

組を推進する。 

注１：殺人、強盗、放火、強制性交等、略取誘拐・人身売買及び強制わいせつ 

注２：侵入窃盗、自動車盗、ひったくり及びすり 

・政治・行政・経済の構造的不正の追及の強化 

  贈収賄事件、公職選挙法違反事件等の政治・行政をめぐる構造的不正及び金融証券関連事件

等の経済をめぐる構造的不正は、我が国の社会・経済に対する信頼を根底から覆すものである

ことから、このような不正の追及を強化する。 

・振り込め詐欺をはじめとする特殊詐欺の捜査活動及び予防活動の強化 

  振り込め詐欺をはじめとする特殊詐欺（注）の犯行手口は巧妙化・多様化し、依然として国

民に甚大な被害が生じていることから、捜査活動及び予防活動を強化し、被疑者の早期検挙及

び被害の防止を図る。 

注：特殊詐欺とは、被害者に電話をかけるなどして対面することなく信頼させ、指定した預貯金口座への振込みそ

の他の方法により、不特定多数の者から現金等をだまし取る犯罪（現金等を脅し取る恐喝も含む。）の総称で

あり、振り込め詐欺（オレオレ詐欺、架空請求詐欺、融資保証金詐欺及び還付金等詐欺）のほか、金融商品等

取引名目、ギャンブル必勝情報提供名目、異性との交際あっせん名目等の詐欺がある。 

・捜査への科学技術の活用 

  科学技術の急速な発達等に的確に対応し、客観証拠による立証に資するよう、鑑識・鑑定資

機材の充実、鑑識・鑑定技術への先端的な科学技術の導入等、捜査への科学技術の活用を図る。 

・被疑者取調べの適正化 

  警察捜査に対する一層の信頼確保及び裁判員裁判への的確な対応のため、被疑者取調べの

適正化を図る。 

 

２７ 組織犯罪対策の強化 

（政策の概要） 

・暴力団等犯罪組織の存立基盤の弱体化 

  暴力団等犯罪組織は、薬物の密輸・密売に関与したり、銃器発砲事件を引き起こしたりする

ほか、対立抗争や意に沿わない事業者への襲撃等事件を繰り返すなど、社会にとって大きな脅

威になっている上、社会情勢の変化に応じて多種多様な資金獲得活動を行っていることから、

取締りの強化、犯罪収益の剥奪等、その人的・物的基盤と資金源に打撃を与える対策に重点的

に取り組み、暴力団等犯罪組織の存立基盤の弱体化を図る。 

・国際組織犯罪対策の強化 

   犯罪のグローバル化が進展する中、国際組織犯罪が治安に対する重大な脅威となっている

ことから、国際犯罪組織の実態解明及び国際組織犯罪の取締り並びに国際組織犯罪を助長す

る犯罪インフラ事犯の取締り等を推進し、国際組織犯罪対策を強化する。 

 

２８ 安全かつ快適な交通の確保 
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（政策の概要） 

・歩行者・自転車利用者の安全確保 

   全交通事故死者に占める歩行者・自転車利用者の割合が諸外国と比べて著しく高くなって

いること、全交通事故のうち自転車関連事故が占める割合は依然として約２割を占めている

こと等から、歩行者・自転車利用者の交通事故抑止対策を推進し、歩行者・自転車利用者の安

全の確保を図る。 

・運転者対策の推進 

  飲酒運転等の悪質性・危険性の高い運転に起因する交通死亡事故は、減少傾向にあるものの、

依然として多いことから、これを防止するため、継続して悪質・危険運転者対策を推進する。

また、高齢社会の進展に伴い、今後、高齢運転者による交通事故の増加が懸念されており、70

歳以上の高齢者については、免許保有者 10 万人当たりの死亡事故件数が多い年齢層であるこ

とから、高齢運転者対策を推進し、高齢運転者による交通事故の防止を図る。 

・道路交通環境の整備 

  社会資本整備重点計画（27 年９月 18 日閣議決定：計画期間 27 年度～令和２年度）に即し

て、交通安全施設等整備事業を推進することにより、道路交通環境を整備する。 

 

２９ 国の公安の維持 

（政策の概要） 

・重大テロ事案等を含む警備犯罪への的確な対処 

  的確な警備措置を講ずることにより、重大テロ事案等（注１）を含む警備犯罪（注２）の予

防鎮圧を図るとともに、その取締りを的確に実施する。 

注１：国民の生命、身体及び財産に重大な被害が生じ、又は生じるおそれがあるテロリズム及び過激な反グローバリ 

ズム運動に伴う大規模暴動等 

注２：国の公安又は利益に係る犯罪、警備実施に関連する犯罪その他各種の社会運動に伴う犯罪 

・災害への的確な対処 

  的確な警備措置を講ずることにより、災害の発生に伴う被害の最小化等を図る。 

・対日有害活動、国際テロ等の未然防止及びこれら事案への的確な対処 

  諜報事案、拉致容疑事案等、大量破壊兵器関連物資等の不正輸出事案、国際テロ等に係る国

内外の情報収集・分析機能を強化することにより、対日有害活動、国際テロ等の未然防止を図る

とともに、これら事案に的確に対処する。 

 

３０ 犯罪被害者等の支援の充実 

（政策の概要） 

・犯罪被害者等に対する経済的支援・精神的支援等総合的な支援の充実 

 犯罪被害者等は、犯罪による直接的な被害に加えて、経済的損害、精神的苦痛等の様々な被害

を被っており、多様な場面において支援を必要としていることから、犯罪被害者等に対する経済

的・精神的支援等の総合的な支援を充実させる。 
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３１ 安心できる IT社会の実現 

（政策の概要） 

・サイバーセキュリティの確保とサイバー犯罪・サイバー攻撃の抑止 

   ITが国民生活や社会経済活動に多大な影響を与える存在となっていることを踏まえ、サイ

バー空間をめぐる脅威に対処するとともに、サイバー犯罪の取締り、サイバー攻撃対策等を総

合的に進めることにより、安心できる IT社会を実現する。 

 

３２ 個人情報の適正な取扱いの確保 

（政策の概要） 

（１）特定個人情報の取扱いに関する監視・監督 

・特定個人情報の保護措置として監視・監督体制を整備し、特定個人情報の適正な取扱いを確

保することにより、番号制度の適切な運用を担保する。 

（２）特定個人情報保護評価制度の適切な運用 

・評価実施機関が特定個人情報保護評価を適切に実施するために、特定個人情報保護評価に係

る規則や指針の策定を行うとともに、評価実施機関が作成した特定個人情報保護評価書につ

いて審査・承認、確認及び公表が適切に行われるようにした。 

（３）個人情報に関する広報・啓発の推進 

・個⼈情報保護に関する国民や関係機関の理解の向上を図るための、個⼈情報保護及びマイナ

ンバー制度に関する広報及び啓発を行った。 

（４）個人情報に関する国際協力の推進 

・個人情報の有用性に配慮しつつ、その適正な取扱いを確保するため、また、経済・社会活動

のグローバル化に対応するため、海外の個⼈情報保護当局等との協力関係の構築及び情報共

有を行った。 

（５）個人情報の保護及び利活用に関する施策の推進 

・個人情報の適切かつ効果的な活用が新たな産業の創出並びに活力ある経済社会及びに豊か

な国民生活の実現に資するものであることその他個人情報の有用性に配慮しつつ、個人の権

利利益を保護するために、個人情報の保護及び利活用に関する取組みを推進した。 

（６）個人情報に関する広聴・相談 

・電話による相談窓口を運営し、個⼈情報保護法の解釈等に関する⼀般的な質問への回答を行

うとともに、個人情報、匿名加工情報及び特定個人情報の取扱いに関する苦情あっせん相談を

行った。 

 

３３ 金融システムの安定と金融仲介機能の発揮 

（政策の概要） 

（１）マクロプルーデンスの取組と効果的な金融モニタリングの実施 
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企業・経済の持続的成長と安定的な資産形成等による国民の厚生の増大のためには、金

融機関の健全性の確保を通じて、金融システムの安定性が維持されることが必要である。

このため、金融システムの潜在的リスクをフォワード・ルッキングに分析したほか、金融

機関の健全性を確保するための重要な取組として、「利用者を中心とした新時代の金融サ

ービス～金融行政のこれまでの実践と今後の方針（令和元事務年度）～」に基づく金融モ

ニタリングの実施や、金融機関に対する定期及び随時のヒアリング等を通じ、統合的なリ

スク管理態勢等の把握・検証を実施した。 

（２）健全な金融システムの確保のための制度・環境整備 

金融システムは、資金仲介・リスク仲介機能や決済機能を担い、経済活動の基盤をなす

ことから、国民生活と経済活動の健全かつ円滑な発展のためには、金融システムの安定性

が確保される必要がある。このため、国際的な自己資本比率規制の見直しを踏まえ、国内

実施に向けて規制案公表のための作業を進めたほか、名寄せデータの精度の維持・向上を

図った。 

（３）金融仲介機能の十分な発揮に向けた制度・環境整備と金融モニタリングの実施 

地域金融機関が金融仲介機能を発揮することを通じて、顧客本位の良質な金融サービ

スを提供し、企業の生産性向上や地域経済の発展に貢献して、金融機関自身も安定した顧

客基盤と収益を確保するためには、持続可能なビジネスモデルを構築していくことが必

要である。このため、昨年度に試行した「探究型対話」で得られた知見を活用し、対話手

法の確立やモニタリングの担い手の能力向上、財務局への浸透を図りながら、金融庁・財

務局が一体となって地域金融機関との間でビジネスモデルに関する対話を行った。 

 

３４ 利用者の保護と利用者利便の向上 

（政策の概要） 

（１）利用者の利便の向上に適う金融商品・サービスの提供を実現するための制度・環境整備と

金融モニタリングの実施 

国民の安定的な資産形成を促進し、また、利用者が真に必要な金融サービスを受けられる

ようにするためには、家計及び金融機関に対する取組みを推進する必要がある。このため、

顧客本位の業務運営の浸透・定着状況についてモニタリングを実施した。また、家計におけ

る長期・積立・分散投資の推進に向けた取組みとして、ＮＩＳＡ制度の恒久化（延長）・利

便性向上に向けた税制改正要望を行い、つみたてＮＩＳＡについて５年間延長、一般ＮＩＳ

Ａについては一部見直した上で、2024 年から５年間の措置が認められたほか、金融リテラ

シー向上のための取組みとして、金融庁及び財務局が連携して、各都道府県の教育委員会・

教育庁への働きかけや金融経済教育の出張授業の実施、教員向け研修会への講師派遣など
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の取組みを行った。このほか、成年後見制度を利用者にとって  安心かつ安全な制度とす

るため、後見制度支援預金及び後見制度支援信託の導入について、各金融機関に対し、取組

みを促した。 

（２）利用者の保護を確保するための制度・環境整備と金融モニタリングの実施 

金融サービスの利用者の保護が図られるために、金融実態に則した利用者保護ルール

等を整備し、利用者が金融商品・サービスを安定して利用できるような利用者の信頼度の

高い金融システムの構築を図る必要がある。このため、預金取扱金融機関の情報セキュリ

ティ管理態勢及びサイバーセキュリティに係る態勢整備状況の検証を実施したほか、顧

客本位の業務運営を促すべく保険会社等と対話を行った。また、暗号資産交換業者に対し

ては、自主規制機関との連携を強化しつつ、機動的かつ深度あるモニタリングを行うとと

もに、業務運営体制の実効性に関する厳正な登録審査の実施、無登録業者に対する対応等

の取組を実施した。このほか、日本郵政グループに対し、業務改善計画の発出等により、

適切な顧客対応及び保険募集態勢等の抜本的な改善やグループとしてのガバナンス発揮

に向けた取組みを促した。 
 

３５ 市場の公正性・透明性と市場の活力の向上 

（政策の概要） 

（１）金融取引のグローバル化、複雑化、高度化に対応した市場監視機能の強化 

市場取引の公正性・透明性を確保し、投資者の保護を図ることは、資本市場の健全な発

展及び国民経済の持続的な成長に必要である。このため、マクロ的な視点に基づき潜在

的リスクに着目した情報収集・分析を行うなど、タイムリーな市場監視を行うほか、深度

ある調査・分析に取り組んだ。また、現在の市場監視の手法や着眼等の改善に向けた検討

を進めた。さらに、課徴金制度を積極的に活用し、検査・調査を迅速・効率的に行い、重

大で悪質な事案については、厳正に対処した。このほか、検査・調査で法令違反等が認め

られた場合、法令違反等の背景・原因を究明の上、対話を通じて問題意識を共有し、再発

防止を図った。 

（２）企業の情報開示の質の向上のための制度・環境整備とモニタリングの実施 

資本市場の機能強化や国民の安定的な資産形成を実現する観点から、投資家の投資判

断に必要な情報を十分かつ適時に分かりやすく提供することや、企業と投資家の建設的

な対話に資する情報開示を促進していくことが重要である。このため、ＩＦＲＳの任意

適用企業の拡大及び監査報告書の透明化に係る所要の内閣府令等の整備等、企業等によ

る情報開示の質の向上のための制度・環境整備に取り組んだ。また、ＩＦＩＡＲへの積極

的な貢献・海外監査監督当局との連携強化、監査法人のガバナンス・コードを踏まえて大

手監査法人等が構築・強化した態勢の実効性の検証等、適正な情報開示、会計監査の確保

のための取組みを行った。 
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（３）市場の機能強化、インフラの構築、公正性・透明性の確保のための制度・環境整備 

市場機能の強化、信頼性の高い魅力ある市場インフラの構築、市場の公正性・透明性の

確保のため、資金調達にかかる利便性の向上等の環境を整備するための取組みを行う必

要がある。このため、投資家と企業の対話の深化に向け、「スチュワードシップ・コード

に関する有識者検討会」を開催し、同有識者検討会の議論とパブリックコメントの結果

等も踏まえ、再改訂版スチュワードシップ・コードを公表した。また、東京証券取引所の

市場構造の在り方について、金融審議会市場ワーキング・グループの市場構造専門グル

ープにおいて市場構造の見直しに関して議論を行い、各市場のコンセプトに応じたガバ

ナンスの在り方について方向性を示した。さらに、海外運用会社の取組み等も踏まえ、資

産運用業の高度化に資する取組みについて検証し、国内大手投資運用業者やグループ親

会社との間で対話を進めた。 

 

３６ 横断的施策 

（政策の概要） 

（１）IT 技術の進展等の環境変化を踏まえた戦略的な対応 

デジタライゼーションが飛躍的に進展する中、データの利活用により利用者利便や生

産性の向上につながる金融サービスを創出していくこと、そして、その土台として、イノ

ベーションを促進する環境整備を図っていくことが重要である。また、健全なイノベー

ションを促進するため、エコシステムの一員たる金融当局としては、新たな金融サービ

スの創出を目指す多様なプレイヤーのチャレンジに前向きに対応していく必要がある。

このため、決済法制及び金融サービス仲介法制に係る制度整備についての検討を行った

ほか、銀行と電子決済等代行業者との間の契約締結義務に係る猶予期間の円滑な終了に

向けた取組みを行った。さらに、イノベーションを促進するため、FinTechサポートデス

クや FinTech実証実験ハブで受け付けた相談への精力的な対応、FinTech Innovation Hub 

の「10 の主要な発見」を踏まえ最新トレンド・状況の把握及び支援強化を行った。 

（２）業務継続体制の確立と災害への対応 

大規模災害発生時の金融システム全体における業務継続体制の確立や、東日本大震災、

平成 28 年熊本地震、平成 30 年７月豪雨及び令和元年東日本台風等による被災者の生活

や事業の再建の支援等により、被災地の復旧・復興に資する必要がある。このため、金融

庁の業務継続計画等について実効性の検証を実施した。また、東日本大震災、令和元年東

日本台風等への対応として、個人版私的整理ガイドライン及び自然災害被災者債務整理

ガイドラインの運用支援・周知広報を実施したほか、東日本大震災事業者再生支援機構

の活用を促した。さらに、「新型コロナウイルスに関する金融庁相談ダイヤル」等を設置

した。 

（３）その他の横断的施策 

日本経済、ひいては世界経済の持続的成長に資するため、新興国を含めた世界の金融シ

ステムの安定と発展に貢献する必要がある。このため、金融システム上の国内外共通の新た
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な課題の解決に向けた経験や知見の共有に取り組んだほか、英国のＥＵ離脱に対し日本の

金融機関が円滑に対応できるよう、英国・欧州当局と想定される問題等について意見交換を

行いながら必要な対応を進めるとともに、アジア新興国等に対する技術支援の強化等を行

った。 

また、当庁においても金融行政を取り巻く環境の変化を踏まえ、それに対応するためのＩ

Ｔ戦略を推進するなど、金融行政の適切な運営を図る必要がある。このため、「金融庁デジ

タル・ガバメント中長期計画」に基づき、重点項目として掲げたＩＴガバナンスの強化や庁

内のＩＣＴ環境の整備等の取組を着実に推進した。 

 

３７ 消費者政策の推進 

（政策の概要） 

  消費者庁は、「消費者が安心して安全で豊かな消費生活を営むことができる社会の実現に向

けて、消費者の利益の擁護及び増進、商品及び役務の消費者による自主的かつ合理的な選択

の確保並びに消費生活に密接に関連する物資の品質の表示に関する事務を行う」任務を担っ

ており、消費者政策を推進している。 
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政策別コスト情報とは 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<平成 30 年度>           <令和元年度> 

                            
        

   

 

 

     ３３，８７１億円           ３８，１０７億円 

               ４，２３６億円  

官房経費等 
1,106 億円 

安心できる IT
社会の実現 
1,135 億円 

 政策別コスト情報は、より一層の財務情報の充実を図るため、平成 21 年度

より各府省において作成・公表されているものです。省庁別財務書類の業務費

用計算書において人件費などの形態別に表示されている費用を、各府省庁の政

策評価項目毎に配分して表示したセグメント情報として作成しています。 

 さらに、政策別コスト情報ではフローの情報だけではなく、政策によっては

各府省庁が保有する資産を活用して事務事業を行っているもののほか、政策に

かかるコストとして算入された減価償却費についても基となる資産があるこ

とから、政策に関する主な資産（負債）をストック情報として表示しています。

政策別のストックの情報については、47頁を参照してください。 

業務費用計算書については、53頁も参照してください。 

～政策別コストの前年度比較～ 

沖縄政策の推進 
1,426 億円 

子ども・子育て

支援の推進 
25,314 億円 

地方創生の推進 
810 億円 

子ども・子育て

支援の推進 
28,631 億円 

沖縄政策の推進 
1,214 億円 

地方創生の推進 
800 億円 

官房経費等 
1,969 億円 

安心できる IT
社会の実現 
1,218 億円 
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【25年度政策別コスト情報 経費別内訳】 

 

 

（単位：億円） 

 

・単位未満切り捨てのため、合計額が一致しないことがあります。 

・単位未満の計数がある場合には「0」で表示し、該当計数が皆無の場合には「－」で表示しています。 

 

政策別コストの経費別内訳概要 
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【令和元年度政策別コスト情報 会計別内訳】 

（単位：億円） 

 

 

・単位未満切り捨てのため、合計額が一致しないことがあります。 

・単位未満の計数がある場合には「0」で表示し、該当計数が皆無の場合には「－」で表示しています。 
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（単位：億円）  

 
 

主な政策コスト（30’→元'）                （単位：億円） 

区  分 30 年度 元年度 対前年度（増▲

減） 

主な増▲減要因 

子ども・子育て支援の推進 25,314 28,631 3,316 補助金等の増 

沖縄政策の推進 1,426 1,214 ▲212 補助金等の減 

宇宙開発利用に関する施策の推進 290 473 182 補助金等の増 

官房経費等 1,106 1,969 863 補助金等の増 

 

宇宙開発利用に関する

施策の推進 

 

 

沖縄政策の推進 

 

官房経費等 

～政策別コストの経費別 前年度比較～ 

< 子ども・子育て支援の推進等に係るコストが増加 > 

・子ども・子育て支援の推進において、補助金等が増加（3,325億円）したこ

とにより、内閣府では対前年度末比 3,316 億円のコストが増加しました。 

子ども・子育て 

支援の推進 
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(単位：億円） 

             29,574     31,488   32,598   33,871   38,107 

    
平成 27年度   28 年度   29年度  30年度    令和元年度 

 

 

 

 

沖縄政策の推進 

安全かつ快適な交通

の確保 

安心できる IT社会の

実現 

～政策別コストの推移～ 

子ども・子育て支援

の推進 

官房経費等 
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     （単位：億円） 

 

 

 

 

 主な政策に関連するストック（30→元'）         （単位：億円） 

区  分 30 年度 元年度 対前年度（増▲

減） 

主な増▲減要因 

科学技術・イノベーション

政策の推進 

1,140 1,143 3 その他の増 

安心できる IT社会の実現 3,043 3,211 168 物品（車両購入等）の増 

官房経費等 5,887 6,192 305 土地（台帳価格改定等）の増 

 

～政策別のストック情報の前年度比較～ 

 令和元年度末における政策に関連する主な資産等 

・内閣府においては、各政策に関連付けが不可能又は困難な資産（負債）が多

いことから、官房経費等に一括計上している土地、建物などの有形固定資産

が主なものとなっており、土地の評価額が増加しています。 

科学技術・イノ

ベーション政策

の推進 

安心できる IT社会

の実現 

官房経費等 
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省庁別財務書類とは 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

貸借対照表（令和元年度末） 

 

 

業務費用計算書（令和元年度） 

       

（単位：十億円）

前年度 元年度 前年度 元年度

＜資産の部＞ ＜負債の部＞
現金・預金 355 505 未払金 211 204

貸付金 39 37 賞与引当金 9 10

有形固定資産 1,201 1,199 退職給付引当金 160 156

　国有財産（公共用財産除く） 1,047 1,024 その他の負債 20 29

　物品 153 174

無形固定資産 7 9

出資金 225 229 負債合計 401 401

その他の資産 1 1 ＜資産・負債差額の部＞
資産・負債差額 1,429 1,580

資産合計 1,831 1,982 負債及び資産・負債差額合計 1,831 1,982

（平成31年3月31日）（令和2年3月31日） （平成31年3月31日）（令和2年3月31日）

（単位：十億円）

前年度 元年度

人件費 135 138

退職給付引当金等繰入額 22 22

補助金等 2,849 3,254

交通安全対策特別交付金 51 48

委託費等 66 87

運営費交付金 7 7

特別会計への繰入 48 32

庁費等 124 131

減価償却費 58 57

資産処分損益 1 1

その他 20 28

業務費用合計 3,387 3,810

（自平成30年4月1日 ） （自平成31年4月1日）
（至平成31年3月31日）（至令和2年3月31日）

 省庁別財務書類は、内閣府のこれまでの予算執行の結果である資産や負債 

などのストックの状況、当該年度の費用や財源などのフローの状況といった 

財務状況を一覧でわかりやすく開示する観点から企業会計の考え方及び手法

（発生主義、複式簿記）を参考として、平成 14年度決算分より作成・公表して

いるものです。 

 省庁別財務書類においては、一般会計及び特別会計を合算した「省庁別財務

書類」のほか、参考として各省庁の業務と関連する事務・事業を行っている  

独立行政法人などを連結した「省庁別連結財務書類」も作成・公表しています。 
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内閣府の省庁別財務書類においては、一般会計及び特別会計（交付税及び譲与税 

配付金特別会計、エネルギー対策特別会計（電源開発促進勘定）、年金特別会計   

（子ども・子育て支援勘定）、東日本大震災復興特別会計）を合算して作成して   

います。 

また、ここでは、「貸借対照表」と「業務費用計算書」を中心に説明していますが、

省庁別財務書類においては、このほか、資産・負債差額の増減を要因別に表している

「資産・負債差額増減計算書」、財政資金の流れを決算を組み替えて区分別に明らか

にしている「区分別収支計算書」、さらに各計算書の附属明細書も作成しています。 

詳細については、別途公表している「省庁別財務書類」、「特別会計財務書類」を  

ご参照ください。 

 

 

～貸借対照表のポイント～ 

 （資 産）   

○ 貸付金は、地方公共団体への災害援護貸付金 370億円を計上しています。 

○ 有形固定資産については、 1 兆 1,995 億円と金額も大きく資産総額の６割以上

を占めていますが、これは、主に庁舎敷地等に係る土地、建物、工作物などの   

国有財産（1 兆 249 億円）及び車両、事務機器などの物品（1,745 億円）と     

なっています。 

○ 出資金は、特殊法人沖縄振興開発金融公庫及び認可法人預金保険機構、並びに 

国民生活センターなどの独立行政法人や国立研究開発法人日本医療研究開発  

機構に対する出資金です。 

 

 （負 債） 

○ 退職給付引当金については、1,562 億円と負債総額の約４割を占めています。  

これは、退職手当、共済年金の整理資源及び国家公務員災害補償年金に係る  

引当金です。 

 

（その他） 

○ 資産合計は１兆 9,820億円であり、現金・預金が対前年度末比 1,492 億円の増加

となった影響を受け、対前年度末比 1,503 億円の増加となりました。 

○ 負債合計は、未払金が対前年度末比 65 億円の減少となった影響を受け、    

対前年度末比 6億円の減少となりました。 

～省庁別財務書類（内閣府）の概要～ 
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～業務費用計算書のポイント～ 

 

 ○業務費用計算書は、政策別コスト情報の経費を国の予算・決算の科目に対応した 

形態別に表示している計算書です。 

 

 （業務費用） 

 ○職員の給与等である人件費が 1,380 億円と補助金等につぎコストがかかって  

います。 

 

 （そ の 他） 

 ○業務費用が対前年度末比 4,235 億円の増加となっていますが、その主な事由は、 

「補助金等」が対前年度末比 4,058 億円増加したこと等のためです。 
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 ストックの状況（貸借対照表） 

  資 産（１兆９，８２０億円） 

 主な増減要因等について（対前年度末比＋1,503 億円） 

 現金・預金（5,052億円：対前年度末比＋1,492 億円） 

・預金の増額により増加となりました。 

 出資金（2,293億円：対前年度末比＋38億円） 

  ・出資の増額により増加となりました。 

 

 

（億円）  合計：1兆 8,316億円  合計：1 兆 9,820 億円 

         

 

 

 

【現金・預金】 

【出資金】 

 特殊法人、認可法人、独立行政

法人、国立研究開発法人への

出資金 

【有形固定資産】 

 ・国有財産（庁舎など） 

         1兆 249億円 

 ・物品（車両、事務機器など） 

         1,745億円 
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  負 債（４，０１０億円） 

 主な増減要因等について（対前年度末比▲6 億円） 

 未払金（2,046億円：対前年度末比▲65億円） 

・令和元年度において、児童手当等交付金の未払額が少なかったことにより   

減少となりました。 

 

 

（億円）   合計：4,017 億円     合計：4,010 億円 

    

  

【賞与引当金】 

 ・６月支給の期末手当・勤勉手

当に係る本会計年度分 

【未払金】 

 ・児童手当等交付金、ＰＦＩ

事業、利子補給金など 

【その他の負債】 

 ・リース債務、保管金など 

【退職給付引当金】 

 ・退職手当に係る引当金 

        1,212億円 

 ・整理資源に係る引当金 

         337億円 

 ・国家公務員災害補償年金に

係る引当金    12億円 
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 フローの状況 

  費 用（３兆８，１０７億円）（業務費用計算書より） 

 主な増減要因等について（対前年度比＋4,235億円） 

 補助金等（3兆 2,549億円：対前年度比＋4,058億円） 

  ・令和元年度においては、補助金等の増加等によりコストが増加しました。 

 

 

（億円） 合計：3兆 3,872億円    合計：3兆 8,107 億円 

  

 

 

 

 

【補助金等】 
・児童手当等交付金      12,999億円 

・子どものための教育・保育 

 給付交付金         11,223億円 

・仕事・子育て両立支援事業費補助金  

1,938億円 

・子ども・子育て支援交付金  1,328億円 

・地方創生推進交付金        546億円 

ほか 

【人件費】 
・職員の給与等 

【交通安全対策特別交付金】 
・「道路交通法」に基づく地方公共団体への交付金 

【庁費等】 
・物件費及び施設費で資産計上されていないもの 

【減価償却費】 

【特別会計への繰入】 
・自動車安全特別会計等への繰入 

               311億円 
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（参考）連結財務書類について 

 

 

 

 

 

連結貸借対照表（令和元年度末） 

 

 

連結業務費用計算書（令和元年度） 

 

 

 

 

（単位：十億円）

前年度 元年度 前年度 元年度

＜資産の部＞ ＜負債の部＞
現金・預金 6,395 6,225 未払金等 224 218

有価証券 1,956 1,858 賞与引当金 10 10

未収金等 4 2 沖縄振興開発金融公庫債 177 167

貸付金 950 941 預金保険機構債 1,704 1,875

貸倒引当金 ▲ 71 ▲ 67 借入金 859 671

有形固定資産 1,281 1,286 退職給付引当金 164 160

　国有財産（公共用財産除く） 1,113 1,097 支払承諾等 3 2

　物品 167 188 その他の負債 4,052 4,582

無形固定資産 17 18

出資金 52 53 負債合計 7,196 7,689

その他の資産 33 37 ＜資産・負債差額の部＞
資産・負債差額 3,423 2,667

資産合計 10,619 10,356 負債及び資産・負債差額合計 10,619 10,356

（平成31年3月31日）（令和2年3月31日） （平成31年3月31日）（令和2年3月31日）

（単位：十億円）

前年度 元年度

人件費 154 157

退職給付引当金等繰入額 23 23

補助金等 2,829 3,219

交通安全対策特別交付金 51 48

委託費等 198 212

減価償却費 68 66

貸倒引当金繰入額 ▲ 2 ▲ 2

支払利息 5 4

資産処分損益 2 5

貸出金償却損 1 0

その他 602 775

業務費用合計 3,933 4,511

（自平成30年4月1日 ） （自平成31年4月1日）
（至平成31年3月31日）（至令和2年3月31日）

連結財務書類は、省庁の財務書類に独立行政法人などの財務諸表を連結した 

省庁別の連結財務書類を参考情報として作成しています。 



55 

 

連結財務書類 ストックの状況（貸借対照表） 

  資 産（１０兆３，５６８億円） 

  

主な増減要因等について（対前年度末比▲2,631億円） 

 現金・預金（6兆 2,254億円：対前年度末比▲1,702億円） 

 ・政府預金（日本銀行預金）の増加等により増加となりました。 

 

 

（億円）   合計：10兆 6,199 億円   合計：10 兆 3,568 億円 

   

 

 

 

【現金・預金】 

・（認）預金保険機構 

5兆 6,768億円 

ほか 

30年度末        元年度末 

【有価証券】 

・（認）預金保険機構 

        1兆 7,653億円 

【貸倒引当金】 

【有形固定資産】 

【貸付金】 

・（特）沖縄振興開発金融公庫 

         7,955億円 

・（認）預金保険機構 

        1,057億円 

・内閣府      370億円 

・（独）北方領土問題対策協会 

35億円 
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  負 債（７兆６，８９１億円） 

 主な増減要因等について（対前年度末比＋4,926億円） 

 借入金（6,712億円：対前年度末比▲1,880億円） 

  ・預金保険機構における借入金が減少したこと等により、減少しています。 

 その他の負債（4兆 5,655億円：対前年度末比＋5,231億円） 

 ・預金保険機構における責任準備金の増加により増えています。 

 

 

 

（億円）   合計：7兆 1,964 億円    合計：7兆 6,891 億円 

    

 

 

 

【借入金】 

・（特）沖縄振興開発金融公庫 

         5,747億円 

・（認）預金保険機構 

           933億円 

・（独）北方領土問題対策協会 

            31億円 

【その他の負債】 

・（認）預金保険機構 

       4兆 5,118億円 

・内閣府      299億円 

ほか 

【沖縄振興開発金融公庫債】 

【退職給付引当金】 

【預金保険機構債】 
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連結財務書類 フローの状況 

  費 用（４兆５，１１１億円）（業務費用計算書より） 

 主な増減要因等について（対前年度比＋5,780 億円） 

 補助金等（3兆 2,191億円：対前年度比＋3,900億円） 

  ・令和元年度においては、補助金等が内閣府において増加したことなどから   

増えています。 

  

 

（億円）  合計：3兆 9,337億円  合計：4兆 5,111億円 

   

 

 

 

 

 

【補助金等】 
・児童手当等交付金      12,999億円 

・子どものための教育・保育 

 給付交付金         11,223億円 

・仕事・子育て両立支援事業費補助金  

1,938億円 

・子ども・子育て支援交付金  1,328億円 

・地方創生推進交付金        546億円 

ほか 

 

30年度末       元年度末 

【その他】 

・（認）預金保険機構    5,227億円 

・内閣府            250億円 
ほか 

【貸倒引当金繰入額】 

・（認）預金保険機構       ▲43億円 

・（特）沖縄振興開発金融公庫   15億円 
ほか 

【人件費】 
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  ※令和元年度連結財務書類における連結対象法人は、以下のとおりです。 

 

       ○独立行政法人  ４法人 

         １．国立公文書館 

         ２．北方領土問題対策協会 

         ３．日本医療研究開発機構（国立研究開発法人） 

         ４．国民生活センター 

 

       ○特殊法人等   ３法人 

         １．（特）沖縄振興開発金融公庫 

         ２．（認）預金保険機構 

         ３．（学）沖縄科学技術大学院大学学園 

 

 

           合 計  ７法人 

 

 

連結対象法人の範囲と会計処理について 

 連結財務書類は、各省庁の業務と関連する事務・事業を行っている法人を連結

対象としています。 

 なお、この各省庁との「業務関連性」により連結する独立行政法人などは、  

『各省庁が監督権限を有し、各省庁から財政支出を受けている法人』とし、   

監督権限の有無及び財政支出の有無によって業務関連性を判断することとして 

います。 

 また、連結に際しては、本来であれば会計処理の基準を統一することが    

望ましいと考えられますが、事務負担などの観点から困難であるため、基本的  

には、独立行政法人などの既存の財務諸表を利用し、独立行政法人などに固有の

会計処理について、連結に際して必要な修正を行った上で連結することとして 

います。 

 


